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南部町告示第９１号

平成３０年第５回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成３０年８月２０日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 平成３０年９月６日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

加 藤 学君 荊 尾 芳 之君

滝 山 克 己君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 井 田 章 雄君

亀 尾 共 三君 真 壁 容 子君

秦 伊知郎君

○応招しなかった議員

景 山 浩君
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平成３０年 第５回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成３０年９月６日（木曜日）

議事日程（第１号）

平成３０年９月６日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第５号 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第６号 平成２９年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第７号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第４６号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第４７号 平成２９年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第４８号 平成２９年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１１ 議案第４９号 平成２９年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１２ 議案第５０号 平成２９年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１３ 議案第５１号 平成２９年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１４ 議案第５２号 平成２９年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１５ 議案第５３号 平成２９年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１６ 議案第５４号 平成２９年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 議案第５５号 平成２９年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１８ 議案第５６号 平成２９年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第１９ 議案第５７号 平成２９年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第２０ 議案第５８号 平成２９年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第２１ 議案第５９号 南部町工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく準則を定める条例の
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制定について

日程第２２ 議案第６０号 南部町営バスの管理及び運行に関する条例の一部改正について

日程第２３ 議案第６１号 南部町上水道事業の設置等に関する条例及び南部町上水道給水条例の一

部を改正する条例の一部改正について

日程第２４ 議案第６２号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第２５ 議案第６３号 平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第２６ 議案第６４号 平成３０年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第２７ 議案第６５号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第５号 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第６号 平成２９年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第７号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第４６号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第４７号 平成２９年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第４８号 平成２９年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１１ 議案第４９号 平成２９年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１２ 議案第５０号 平成２９年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１３ 議案第５１号 平成２９年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１４ 議案第５２号 平成２９年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１５ 議案第５３号 平成２９年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１６ 議案第５４号 平成２９年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 議案第５５号 平成２９年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第１８ 議案第５６号 平成２９年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第１９ 議案第５７号 平成２９年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第２０ 議案第５８号 平成２９年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第２１ 議案第５９号 南部町工場立地法第４条の２第１項の規定に基づく準則を定める条例の

制定について

日程第２２ 議案第６０号 南部町営バスの管理及び運行に関する条例の一部改正について

日程第２３ 議案第６１号 南部町上水道事業の設置等に関する条例及び南部町上水道給水条例の一

部を改正する条例の一部改正について

日程第２４ 議案第６２号 平成３０年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第２５ 議案第６３号 平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第２６ 議案第６４号 平成３０年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第２７ 議案第６５号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について

出席議員（１３名）

１番 加 藤 学君 ２番 荊 尾 芳 之君

３番 滝 山 克 己君 ４番 長 束 博 信君

５番 白 川 立 真君 ６番 三 鴨 義 文君

７番 仲 田 司 朗君 ８番 板 井 隆君

１０番 細 田 元 教君 １１番 井 田 章 雄君

１２番 亀 尾 共 三君 １３番 真 壁 容 子君

１４番 秦 伊知郎君

欠席議員（１名）

９番 景 山 浩君

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 唯 清 視君 書記 橋 田 和 美君

書記 杉 谷 元 宏君
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書記 田 中 優 美君

説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 松 田 繁君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 林 原 敏 夫君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 藤 原 宰君

企画監 中 田 達 彦君 企画政策課長 田 村 誠君

防災監 種 茂 美君 税務課長 伊 藤 真君

町民生活課長 岩 田 典 弘君 子育て支援課長 仲 田 磨理子君

教育次長 板 持 照 明君 総務・学校教育課長 安 達 嘉 也君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 糸 田 由 起君

福祉事務所長補佐 竹 中 智 彦君 建設課長 田 子 勝 利君

産業課長 芝 田 卓 巳君 監査委員 仲 田 和 男君

○議長（秦 伊知郎君） 定刻になりました。会を開きたいと思いますが、会を開く前に、７月の

豪雨によりお亡くなりになりました多くの方々に対し、黙祷を行いたいと思いますので、御協力

よろしくお願いいたします。

起立。黙祷。

〔全員黙祷〕

○議長（秦 伊知郎君） 黙祷、直れ。着席。

・ ・

議長挨拶

○議長（秦 伊知郎君） 平成３０年９月定例会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

ことしの夏は例年と比較にならないほど猛暑となりました。今もなお厳しい残暑が続いており

ます。議員各位におかれましては、精力的に日々議員活動をなされておられますことに対しまし

て、敬意を表する次第であります。

また、６月３０日、７月１日に開催いたしました住民の皆様と語る会に参加をいただきました

住民の皆様方に対し、厚くお礼を申し上げます。

さて、岡山県、広島県に大きな被害をもたらした７月豪雨、このたびの災害で明らかになった

ように、これまでの経験が通用しないことが考えられます。町民の皆様方におかれましても、常
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日ごろ、災害への備えを肝に銘じておいていただければと存じます。

さて、９月定例会におきましては、平成２９年度一般会計、各特別会計の決算の認定、平成３

０年度一般会計補正予算案、各条例等の付議案件について御審議いただく予定であります。

後ほど町長から議案の内容につきましての説明がございます。提案されます諸議案に対しまし

て慎重なる審議をいただき、適正かつ妥当な議決に達しますことをお願い申し上げまして、開会

の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。９月議会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。

議員各位におかれましては、平成３０年第５回南部町議会定例会を招集しましたところ、全議

員に、お一人御欠席ですけども、いただき開催できますことに御礼を申し上げます。

まず初めに、この数カ月、日本国内で大規模災害が連続し、甚大な被害が広がっております。

６月１８日、大阪府北部地震は震度６弱、ブロック塀の倒壊など５名の方がお亡くなりになりま

した。７月５日から８日の間、平成３０年７月豪雨では西日本各地で２００名を超すとうとい命

が失われました。そして今週９月４日には、台風２１号が関西地方に猛威を振るい、大都市圏に

大きな爪跡を残しましたし、さらに本日未明、北海道胆振地方中東部を震源とする震度６強の地

震も発生しました。まだこの地震被害の全容は明らかになっていませんが、大規模な土砂災害の

映像や北海道電力苫東厚真火力発電所の停止によって、北海道全域２９５万世帯の電力供給がと

まったという情報から、道内各自治体の救命活動や被災者支援など、初動対応に重大な影響が出

るのではないかと心配しているところでございます。

災害列島日本に暮らす私たちは、災害の危機を予想し、それを受けとめる心構え、覚悟が必要

であり、ふだんからみずからの命を守る準備と行動が重要でございます。南部町にあっても、全

国各地の災害の教訓を他山の石として、防災機能向上に努めてまいる所存でございます。このた

びの豪雨を初め、災害でお亡くなりになられた皆様の御冥福と、被災された皆様の一日も早い復

旧、復興を御祈念申し上げる次第です。

それでは、南部町の７月豪雨について報告をいたします。降り始めからの降雨量は賀祥ダムで

２６９ミリ、朝鍋ダム２７５ミリを観測しました。米子地方の７月一月の降水量は平均２４０ミ

リでございますので、ほぼ３日間で一月分以上の雨が降ったことになります。

７月５日１６時１０分、鳥取県から小松谷川が避難判断水位に達した連絡を受け、天萬１番組

－６－



に避難勧告を発令いたしました。その後、一度、雨は弱まり、６日朝７時にはこの避難勧告を解

除いたしました。この勧告で避難いただいた方は、５名でございました。しかし、６日夕刻から

再び雨足が強まり、深夜にかけて土砂災害の危険性が高まることが予想されたことから、６日１

８時、町内全域に避難準備、高齢者等避難開始を決定し、防災無線とエリアメールによって明る

いうちからの避難を呼びかけました。

なお、このたび初めて使用しましたエリアメールは、南部町内に滞在する携帯電話の所有者、

これはキャリア３社、ドコモ、ソフトバンク、ａｕだけでございますけれども、これに緊急通報

するシステムで町内では初めて使用したことになります。

さらに翌７日未明には線状降水帯の影響を受け、土砂災害警戒情報の出た大木屋地区に４時３

５分避難勧告、そして６時３０分には鳥取気象台が初めて大雨特別警報を南部町ほか県下に発令

しました。特に土砂災害が重大な局面に達した大木屋地区には、南部町でこれも初めて避難指示

を発令し、その他町内全域には避難勧告を同時に発令いたしました。この発令で避難した方は２

０名でございました。

この西日本を襲った豪雨は、その後北上せず、南部町内で人的被害には及びませんでしたが、

山陽から中国山地にかけた広範囲で甚大な被害が発生したところでございます。南部町では、防

災協定を結ぶ高知県佐川町、広島県尾道市、鳥取県内の岩美町に被災状況を確認し、その中で応

援要請のあった尾道市には８日から１８日までの１１日間、給水車の派遣と延べ２０人の職員を

派遣し、給水支援に当たりました。

今議会では、この７月豪雨に関する災害復旧関連費用として８，５００万余の補正予算を提案

いたしますので、よろしくお願いいたします。

次に、６月議会以降の事件、事故について申し上げます。先ほど申し上げました７月豪雨以降、

極めて雨が少なかったことから乾燥し、火災の発生は６件と非常に多く、その多くが野焼きから

広がった草火災が目立ちました。この火災によって出動した南部町消防団員は延べ１８７人にも

及び、幸い大きな火災にはなりませんでしたが、町民の皆様には火の取り扱いには十分注意いた

だきますよう、改めてお願いいたします。

次に、人口動態について御報告いたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は１

０人、お亡くなりになりました方は４２人でございました。御冥福をお祈りしますとともに、誕

生した子供たちの健やかな成長を御祈念いたします。８月末現在の人口は、１万９３４人でござ

いました。高齢化率３５．５６％、８月末現在の今年度出生者は３０人となったところでござい

ます。
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本定例会におきましては、平成２９年度決算、平成３０年度一般会計補正予算など、２０議案

を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政の推進に必要不可欠なものばか

りでございますので、全議案とも御賛同いただきまして御承認賜りますようお願い申し上げ、開

会の御挨拶とします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、平成３０年第５回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１１番、井田章雄君、１２番、亀尾共三君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２１日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告をいたします。

最初に、鳥取県町村議会議長会定期総会。議長会定期総会は、６月２５日に開催されました。
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川上会長の挨拶の後、新議長の紹介があり、議事に入りました。

会務報告の後、議案として平成２９年度鳥取県町村議会議長会歳入歳出決算書の認定について

が提案され、全員一致で可決され、承認されました。

なお、歳入は各町村からの分担金が主なものであり、合計額は２，０６０万１，５９６円、歳

出は１，９１０万７，７６８円で、差し引き残高は１４９万３，８２８円で、翌年度に繰り越し

されました。

次に、西部町村議会議長会臨時総会、これは平成３０年７月１２日、日南町役場で開催されま

した。平成２９年度の事業報告の後、議案として、平成２９年度歳入歳出決算の認定についてが

提案され、全員一致で議決され、認定されました。

連絡会の議題といたしまして、自治功労者表彰式並びに議員研修会、親善球技大会について、

２番目に行政調査について、３番目に町村議会議長全国大会等の諸行事についての説明がありま

した。

３番目に、全国森林環境税創設促進議員連盟第２５回定期総会であります。これは平成３０年

７月１９日に埼玉県秩父市で開催されました。

平成３０年度の事業計画では、政府・与党の平成３０年度税制改正大綱において「次期通常国

会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成３１年度税制改正において森林環境税及び森林

環境譲与税を創設する」と明記されたことを受け、関連法令の確実な成立を期すために、全国の

首長で組織されています全国森林環境税創設促進連盟との連携を図りながら、政府、国会に対し

て働きかけを行うための事業の実施が決議されました。

また、林野庁計画課長、小坂善太郎氏から「森林環境税及び森林経営管理制度について」との

行政説明があり、その後、次期開催地、和歌山県田辺市からの報告があり、終了いたしました。

次に、鳥取県町村議会議長会行政調査であります。議長会行政調査は、８月２２日から８月の

２４日の日程で、北海道芽室町、浦幌町を訪問いたしました。

調査内容については、芽室町では、１、議会活性化への取り組みについて、これは活性化計画、

モニター制度、議会サポーター制度についてであります。２、通年議会制への移行、３番目に、

現状における課題についての意見交換。

浦幌町では、議会活性化の取り組みについて、これはモニター制度、議会の評価についてであ

ります。２番目に、議員のなり手不足の問題解消への取り組み、３番目に、現状における課題に

ついての意見交換、これらのテーマについて調査でありました。

芽室町では「住民に開かれ、わかりやすく行動する議会」、浦幌町ではチーム議会で「町民に
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開かれた、身近な、町民参加の議会」を基本的なテーマとして、議会の改革、活性化に取り組ん

でおられる姿が感じられました。

資料は事務局にありますので、ぜひごらんになっていただきたいと思います。

５番目に、西部町村議会議長会行政調査、これは西部町村議会議長会行政調査研修会でありま

すが、８月２７日から２９日の日程で鹿児島県南九州市頴娃町、大崎町を訪問いたしました。頴

娃町では「地域総力戦による観光まちおこし」。概要といたしまして、頴娃町は有名観光地、指

宿、知覧に隣接する町だが観光客は通過するのみであった。そんな中、地域の有志が立ち上げた

ＮＰＯが、農商工、官民の枠を超えた地域総力戦のまちづくり活動を展開し、年間１５万人の訪

問者を迎える観光地に成長した。農業連携、商店街活性化、空き家再生、移住者受け入れなど、

観光を超えたまちづくり活動に発展しているとのことであります。

まちおこし活動での大切なことは、まちおこしとは連携なり。地域内連携、周辺地域との連携

で相乗効果を生み出す。行政とメディアを客と思うべし。観光ＰＲ活動は、行政とメディアが入

り口と理解する。ビジネスあってのまちおこし。ボランティアでは続かない、最大の地域貢献は

売ること、ビジネスをつくること。持続可能な取り組みとして、金を生むか、地域の強みか、喜

ばれているのか、楽しいのか。これらのことを考え、住民と一体となった地域づくり、まちづく

りに努力することが新たな力となるとのことでありました。

大崎町では「混ぜればゴミ、分ければ資源」を合い言葉に、リサイクルの取り組みを推進した

結果、環境省の一般廃棄物処理実態調査において、平成２６年には資源リサイクル率８１．９％

を達成し、平成１８年度から１１年間日本一を更新中とのことであります。

また、この町には公共の焼却施設がなく、ごみ処理の当初の課題であった埋め立て処理場も残

余年数が大幅に延び、今後約４０年間は受け入れが可能とのことであります。これは１６年に満

杯の予定であったのが４０年間延びたということであります。

分別については、指定袋を導入し、平成１０年度から空き缶、空き瓶、ペットボトルの３品目

の分別回収を始め、現在では２７品目の分別回収を行っているとのことでありました。まさに

「混ぜればゴミ、分ければ資源」であり、この取り組みを達成したのは行政ではなく、ごみ排出

をする全ての住民によって組織されている大崎町衛生自治会とのことでありました。

これら２つの町とも有意義な視察でありました。

最後に、西部広域行政管理組合議会臨時会でありますが、平成３０年第３回鳥取県西部広域行

政管理組合議会臨時会は、８月３０日に開催されました。市議会議員選挙のため不在となってい

ました組合議会の議長に、渡辺穣爾氏、米子市選出の議員です。副議長に柊康弘氏、これは境港
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選出の議員ですが、決定いたしました。

閉会後、全員協議会が開かれ、案件は救急安心センター事業の運用開始について。２つ目に、

職員の処分について。

次に、予算審査特別委員会が開催され、案件は正副委員長の互選でありました。

そして最後に、ごみ処理施設等調査特別委員会が開かれ、案件は委員長の互選、プラスチック

選別処理事業の見直しについてでありました。

各報告事項とも、資料を事務局で閲覧に付してありますので、ぜひごらんになっていただきた

いと思います。

以上で議長からの報告を終わります。

次に、議員からの報告を受けます。

西部町村議会正副議長・局長合同研修会、井田章雄君、よろしくお願いいたします。

井田章雄君。

○副議長（井田 章雄君） １１番、井田です。報告いたします。

平成３０年７月１２日に、日南町において西部町村議会正副議長・局長研修会が開催され、出

席いたしました。

本研修会は、各町村議会事務局から提出を受けた実際上起こった議会運営上の諸問題、想定さ

れる諸問題についてを研修問題とし、その研修問題についての考え方、実際上の運営及び運営に

関する注意点などについて、各町村議会からの考え方及び根拠について検討し、最後に鳥取県町

村議会議長会事務局の考え方、助言を得ることとして実施されました。

これにより、この会における研修問題の考え方などを基礎とし、より効率的かつ民主的な議会

運営が図れることと考えております。以上、報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続いて、西部町村議会議員研修会、これも井田章雄君、よろしくお願いいたします。

井田章雄君。

○副議長（井田 章雄君） １１番、井田です。報告いたします。

平成３０年８月２１日、江府町山村開発センターにおいて、西部町村議会議長会による自治功

労者表彰式、西部町村議会議員研修会が開催されました。

自治功労者表彰式におきましては、西部地区では、議会議員として１１年以上在籍し、功労が

あった議員２名の方が表彰されました。

議員研修は、一般社団法人ノオト代表理事、金野幸雄氏から「歴史的資源を活用した観光まち
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づくり」の演題で丹波篠山の歴史地区の地域再生等について講演をいただきました。以上、報告

といたします。

○議長（秦 伊知郎君） ありがとうございます。

続いて、南部箕蚊屋広域連合議会定例会、細田元教君、よろしくお願いいたします。

細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） 報告いたします。

去る８月３１日に、平成３０年第２回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、平成２９年

度一般会計決算、介護保険事業特別会計決算並びに平成３０年度一般会計補正予算、介護保険事

業特別会計補正予算など６議案が提案されました。

平成２９年度一般会計決算は、この平成２９年度ということは介護保険事業６期計画の最終年

度でありまして、３年間の総括はどのようになったのだろうかという議員の関心事のあるもので

ございました。この決算は、歳入総額５億１，４８３万１，０００円、歳出総額５億１，２２８

万１，０００円で、歳入歳出差し引き額は２５５万円でした。前年度と比較して、歳入は１，８

７０万６，０００円、３．８％の増、歳出は２，１６４万９，０００円、４．４％の増でした。

増額の主な要因は、前年度精算に伴う町村負担金過年度分返還金となっています。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３０億２，７３２万８，０００円、歳出総額２９億２，

３３４万１，０００円で、歳入歳出差し引き額は１億３９８万７，０００円でした。前年度と比

較し、歳入は１億４，８２２万９，０００円、５．１％の増、歳出は１億５，７８４万８，００

０円、５．７％の増でした。

歳出は、保険給付費が５，２８１万２，０００円の増額となったほか、地域支援事業費が総合

事業の移行完了、生活支援体制整備事業の委託実施等により３，１０３万７，０００円の増額と

なっております。また、介護保険事業計画値に対して９４．９％の執行となりました。

これらをもって２９年度の決算を見ましたら、第６期計画は順調に計画どおり推移したという

ことを確認させていただきました。

平成３０年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ１，５５８万１，０００円増額し、

歳入歳出総額は５億１，０５８万１，０００円となりました。介護保険事業特別会計では、歳入

歳出それぞれ１億４９９万５，０００円増額し、歳入歳出総額は３０億３，５９９万５，０００

円となりました。一般会計、介護保険事業特別会計とも、２９年度決算に基づく補正が主なもの

でした。

決算については総務民生常任委員会に付託し、審査された結果、本会議で認定され、補正予算

－１２－



も可決されました。

このほか、専決処分の承認及び鳥取県町村総合事務組合への加入についての議案が提出され、

いずれも承認、可決されました。

以上で南部箕蚊屋広域連合議会の報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続いて、南部町議会地方行政調査について、三鴨義文君、よろしくお願いいたします。

三鴨義文君。

○地方行政調査特別委員会副委員長（三鴨 義文君） 行政調査報告をいたします。

去る７月３、４、５の３日間、滋賀県草津市、岐阜県可児市、石川県白山市の佛子園行善寺の

２市１団体を行政調査いたしました。

初日の滋賀県草津市は、自立支援のための生活支援課を設置して市民の悩みや困り事の相談が

しやすい工夫や仕掛けづくりがされていました。

生活困窮世帯の要因は、経済的な理由、病気、メンタルヘルスなどさまざまな要因が絡み合っ

ており、その支援については各担当課が個別に対応するよりもトータル的なサポート体制が必要

でありますが、自立支援先進地の草津市で行われている総合窓口相談「人と暮らしのサポートセ

ンター」では、自立相談支援、住宅確保支援、一時生活支援、就労準備支援などさまざまなニー

ズに対応するため担当課と関係機関が連携し、チームで支援する体制が構築されておりました。

我が町でもスタートいたしました相談窓口のスキルアップにつなげる上で、大いに参考となり

ました。

次に、岐阜県可児市は「住み心地一番の可児」の実現に向けて、住民ニーズを把握して、選択

と集中により限られた予算を有効に配分する住民の声重視のスタイルをとられています。

中でも、次世代へのリレーに重点を置き、子育て世代の意見を市政に反映するためのママさん

議会や、地域課題の解決に必要な広い視野を持った人材の育成を柱に高校生議会などを開催して、

可児市の持続的な発展を見据えた議会改革に取り組まれておりました。こうした取り組みは地方

創生の重要なファクターであり、大いに参考になりました。

最後に、石川県白山市の社会福祉法人佛子園行善寺ですが、現在、青年海外協力協会ＪＯＣＡ

が法勝寺地区に計画している障がいのある方とともにコラボする複合型福祉施設について、我が

町の地域活性化にどのように影響するのかという視点で、既に運営されている施設を行政調査い

たしました。

今、住民同士の日常的なかかわり合いが希薄になりつつある中で、子供、高齢者、障がい者、
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みんながごちゃまぜで暮らせるまちづくりを実践されている行善寺では、まさに、子供から若者、

お年寄りまでごちゃまぜそのままの姿を見せていただき、うらやましくもあり、とても強く印象

に残りました。

また、ここでの夕食には、先日３日に西伯プラザで御講演いただきました雄谷理事長も同席し

ていただき、熱い思いを聞かせていただきました。以上、報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続いて、鳥取県町村議会広報研修会、仲田司朗君、よろしくお願いします。

仲田司朗君。

○広報常任委員会委員長（仲田 司朗君） 仲田司朗でございます。去る８月７日に、東伯郡三朝

町の渓泉閣において開催されました鳥取県町村議会広報研修会に広報常任委員７名で参加をいた

しました。

当日は、広報コンサルタント・議会広報サポーターの芳野政明氏を講師に迎え「「住民に読ま

れ 伝わる」～議会広報の基本と編集～」と題して、講義並びに各町村の議会広報紙を講評する

広報紙クリニックが行われました。

講義では、「議会広報の基本と編集」として、議会広報の目的、広報紙の位置づけ、編集の仕

方、レイアウトの仕方等について詳しく話され、大変参考になりました。

第２部の広報紙クリニックの「なんぶ議会だより」に対する講評では、議案に対する討論を初

めとする議事の公開は立派である。全体的によくまとまっているが、定例会の議案以外の議会活

動の主なものを伝える工夫や、見出しのつけ方とバランスのとれた余白を生かしたレイアウトに

習熟し、より見やすい紙面づくりを期待しますとの指摘を受けました。

今回の指摘や他町村の好事例を参考にして、今以上に町民の皆様に読んでもらえ、読みやすく

わかりやすい「なんぶ議会だより」となるよう取り組んでいきたいと思う研修会でした。

以上、鳥取県町村議会広報研修会の報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続いて、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会の様子を、荊尾芳之君、よろしくお願い

します。

荊尾芳之君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（荊尾 芳之君） ２番、荊尾でございます。去る８

月１７日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に上程されました議案は３議案です。１、平成２９年度歳入歳出決算の認定、２、平成
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３０年度補正予算（第１号）、３、鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議の３議案です。上程されました３議案は全

て全会一致で可決されました。

まず、平成２９年度歳入歳出決算の認定について、歳入総額２億６，６１５万７，８６９円、

歳出総額２億６８８万５，３６５円、歳入歳出差し引き額５，９２７万２，５０４円、実質収支

額も同額の５，９２７万２，５０４円であります。

昨年から現在にかけて、基幹的設備改良工事中で、これに伴う歳入歳出が多くなっています。

歳入は、２町からの負担金１億８，９５６万円、内訳としては、南部町１億１，２４１万２，３

７２円、伯耆町７，７１４万７，６２８円です。このうち基幹的設備改良工事に係る経費を特別

負担金として６，２０９万４，０００円を南部町と伯耆町とで折半して負担しているものです。

改良工事に伴い、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金３，１８７万７，０００円も歳入の中に

あり、そのほか直接搬入料などの雑入、前年度繰越金が歳入の内訳となっております。歳出につ

いては、改良工事に係る工事請負費、１６時間運転に伴う運転管理の委託料、改良工事箇所以外

の修繕料などがあり、２８年度の歳出決算額と比較して２９年度は４，４１７万５，６７５円の

増額となっております。

ごみの搬入量については減少傾向にあり、全体では約６６トン減少しました。平成３１年度か

ら伯耆町清掃センターのごみもクリーンセンターに搬入されることから、今後もさらなるごみの

分別、減量化に向けた対策が求められます。

次に、平成３０年度補正予算は、歳入では前年度繰越金を増額し、歳出では役務費、委託料、

備品購入費を補正し、大きなものとしては償還金として２町に負担金の返還を行うものです。補

正額は歳入歳出にそれぞれ５，９２７万１，０００円を増額し、歳入歳出の予算総額８億３，９

２７万１，０００円とする内容でした。この平成３０年度補正予算については、全会一致で可決

されました。

次に、鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び鳥取県町村総合事務組

合規約の変更に関する協議について、南部箕蚊屋広域連合及び日野病院組合を鳥取県町村総合事

務組合に加入させ、議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対

する補償に関する事務の共同処理に参加させること。また、これに伴い鳥取県町村総合事務組合

規約を変更すること。この議案についても全会一致で可決しました。

基幹的設備改良工事も順調に進んでおり、７月末に２つある焼却炉の片方の炉の工事が完成し

視察したところでありますが、これからも工事期間中の安全を確保し、住民の方々の御理解と御
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協力をお願いするとともに、今後もより一層のごみの減量化に向けた取り組みを２町で連携をと

りながら進めていくことが求められるところでございます。

以上、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続きまして、市町村議会議員研修、「地方議員のための政策法務」に出席されました仲田司朗

君、報告お願いいたします。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 仲田司朗でございます。市町村議会議員研修「地方議員のための

政策法務」として８月８日から１０日の３日間、滋賀県大津市にある全国市町村国際文化研修所

において、北は北海道から南は福岡県の６３名の参加者で研修しました。当議会では、景山浩議

員と２人で参加でしたが、私が代表して報告いたします。

研修内容は、「地方議員と政策法務」と題し帝京大学法学部教授、井川博氏、「法制執務の基

本」と題し新潟大学経済学部教授、宍戸邦久氏の講義を受け、演習問題「条例立案演習」として

班編成に分かれ、議会基本条例、地域支え合い活動推進条例、住民参加・活動推進条例、空き家

等の適正管理に関する条例をグループ別に分かれて討議し、架空の自治体をつくり議員による

「議会発議できる条例作成」を研修いたしました。

条例の必要性について、なぜ条例を制定する必要があるのか、条例の目的は何か、条例で規定

すべき内容施策等について学習しました。

私は今回の研修で、議会に条例を発議できるよう学習していましたので、大変参考になった研

修でした。以上で報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ありがとうございます。

以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第５号 及び 日程第６ 報告第６号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第５号、平成２９年度決算

に基づく健全化判断比率について及び日程第６、報告第６号、平成２９年度決算に基づく資金不

足比率についてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） それでは、町長より報告を受けます。

総務課長、大塚壮君。
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○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。それでは、報告第５号、平成２９年度決算に基づく

健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２９年度決算に基

づく健全化判断比率を次のとおり報告いたします。

１枚めくっていただきたいと思います。平成２９年度決算に基づく健全化判断比率報告書でご

ざいます。これにより各指標、数値を御説明を申し上げます。平成２９年度決算について算定し

たところ、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。

実質赤字比率は、一般会計、住宅資金貸付事業特別会計及び墓苑事業特別会計を合算し、算出

いたします。また、連結実質赤字比率は、病院事業会計、それから水道事業会計を含む本町の全

ての特別会計を合算し、町全体として赤字の有無を判断するものでございます。例年同様、平成

２９年度決算におきましても両指標について赤字額は算出されませんでした。

次に、実質公債費比率と将来負担比率でございます。これにつきましては南部町の借入金の返

済額の大きさや、町全体の負債の大きさをあらわす指標でございます。平成２９年度は実質公債

費比率１２．８％、将来負担比率１７．１％と、それぞれいずれも早期健全化基準を下回ってお

り、特に問題はないというふうに報告をしたいと思います。

続きまして、報告第６号、平成２９年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２９年度決算に

基づく資金不足比率を次のとおり報告いたします。

次ページをおめくりいただきたいと思います。平成２９年度決算に基づく資金不足比率報告書

でございます。各特別会計の決算に基づき、資金不足比率を算定した結果、全ての会計で資金不

足は生じておりません。したがって資金不足比率も算定されず、経営健全化基準の２０％を下回

っております。各会計とも健全な経営がなされていることから、一般会計への影響は最小限であ

ります。問題はございませんでした。以上で報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第５号、平成２９年度決算に基づく健全化判断比率について

及び報告第６号、平成２９年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・

日程第７ 報告第７号

○議長（秦 伊知郎君） 次に、日程第７、報告第７号、法人の経営状況についての報告を受けた

いと思います。

最初に、西伯郡南部町土地開発公社について。

－１７－



企画課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。報告第７号、法人の経営状況についてでご

ざいます。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の

とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、平成２９年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を御報告いたします。こ

ちらのほうは既に理事会のほうで御承認いただいているものでございます。

お開きいただきまして、事業報告書のほうで要約して説明をいたしたいと思います。

ミトロキリサイクルセンターにおきましては、既に平成２５年度末で残土の受け入れについて

は終了しております。受け入れ実績は、４７万１，７２９立米でございます。

平成２９年度については、土地の移動や大規模な工事がなかったことを報告いたします。

それでは、決算関係資料の５ページをお開きください。５ページの損益計算書をごらんくださ

い。

まず、事業収益についてはございません。

次に、附帯等事業原価は８，０４０円、事業総利益はマイナスの８，０４０円というぐあいに

なります。

その下の販売費・一般管理費がマイナスの７万２，７４３円、それに営業外収益５７８円、そ

の他特別損益はございませんので、当期の純利益としてはマイナスの８万２０５円というぐあい

になります。

続いて、少しページが飛びますが、１２ページをごらんください。ここには剰余金計算書をつ

けております。平成２８年度末の繰越利益準備金が８０６万２１６円でございます。先ほどの当

期純利益８万２０５円を差し引きますと、平成２９年度末の繰越利益準備金は７９８万１１円と

いうぐあいになります。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費の節減に努め、健

全な財務運営を心がけたいというぐあいに思います。以上、報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、株式会社緑水園についての報告を求めます。

産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。私のほうからは、産業課関係の法人につきまして報

告をさせていただきます。

初めに、株式会社緑水園の経営状況につきまして報告をさせていただきます。
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はぐってもらいまして、事業報告からさせていただきます。

前期に続き、利用者の減少には歯どめがかかっておりませんが、補足をいたしますと、緑水園

本館の利用者は減っておりますが、他の周辺施設については昨年より増加している状況となって

おります。

緑水園は法要後の会食と各団体の懇親会や宿泊、食堂を中心とした営業を行いました。法要に

つきましては、１件当たりの少人数化が進んで売り上げが伸びない原因となっております。

春と秋の山菜を楽しむ会は根強い人気があり、毎年１２月１６日に開催しているぼたん鍋まつ

りも固定客がつき、期待されております。

また、大山開山１３００年祭でオリジナルメニューを加え、イノシシ肉などの消費拡大に努め

ました。

宴会用のテーブルと椅子を購入したことで、高齢者の方に大変好評を得ています。

虹の村バンガローやオートキャンプ場につきましては、週末利用や繁忙期の利用が好調でした

が、それ以外の利用拡大が課題となっております。

次に、決算額について御説明いたします。はぐっていただきまして、決算報告書の損益計算書、

こちらのほうをごらんいただきたいと思います。平成２９年度の売上高は８，８９０万１，６９

１円となり、これは前年比約１３７万円の減少であり、毎年の売り上げ減少に歯どめがかからな

い状況になっております。やはり緑水園本体の利用客減少が大きいものと思います。

これに対して、販売費、一般管理費については８，８９７万７，９４７円で、前年比１１２万

円の削減に努められ、売上額の減少が経営に与える影響を最小限にとどめたものの、前年にあっ

た営業外利益の県からの補助金がなくなったことから、当期の純損失が１５０万７，３８８円の

赤字決算となりました。

続きまして、一般財団法人南部町農村振興公社の経営状況を報告をいたします。

農村公社の、はぐっていただきまして１ページ目でございます。農村振興公社の主な事業とい

たしまして、水稲、大豆、ソバ作業の受託でございます。

作業量につきましては記載のとおりでございますが、平成２８年４月１日に採用したオペレー

ターが２年目となりましたが、前年の落ち込みを回復することはできず、若干作業量自体も減っ

ております。水稲のほうの作業量でございます。大豆、ソバについては、例年並みとなっており

ます。

続いて、収支の状況ですが、３枚ほどはぐっていただきまして、正味財産増減計算書、こちら

のほうを、右ページに正味財産増減計算書をごらんいただきたいと思います。
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事業収益として、農作業受委託収入は前年度から９５万６，４７１円減り、７２９万２，１１

２円となっております。その下の集出荷事業収入ですが、学校給食センターなどへの食材供給事

業による売り上げの１０％を事務手数料として収入していますが、前年より６万４，３７８円少

ない４６万７，５５２円となっています。

結果、事業収益計は、前年より１０２万８４９円少ない７７５万９，６６４円になりました。

続いて、経常費用のほうですが、事業費はオペレーター人件費や機械修繕費などで昨年度より

３８万３，１４６円少ない９０９万１，８０７円、管理費は事務職員人件費などで、昨年より２

４９万５，７０４円少ない４００万３，４２７円となり、経常費用合計として昨年度より２８７

万８，８５０円少ない１，３０９万５，２３４円となりました。経常費用の減少は、昨年は消費

税の納税猶予の経過満了により発生した支払いが一時的に発生したことによるものでございます。

経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増減額は、マイナスで２９４万５，５３２円とな

っております。

最後に、南部・伯耆地域振興株式会社の経営状況を報告をいたします。

はぐっていただきまして、とっとり花回廊の来客数に大きく影響を受ける施設でありまして、

花回廊の入場者が前年度より約１万３，０００人減少したため、今期も苦しい経営状況となりま

した。スタートは好調でしたが、９月以降の天候不順、イルミネーションの不評が大きかったも

のと思われます。１１月には、開設当初より勤務されていた店長が退職されたこともあり、今期

で経営を廃業する決断をする材料の一つとなりました。

３ページ目です、はぐっていただきまして損益計算書をごらんください。売上総利益は６６５

万９２円と、前年比約６７万円の減となりましたが、販売費、一般管理費も削減に努めた結果、

１，１７３万４，４８５円と、前年比約１２８万円の減となり、前年の純利益マイナス２８万８，

６３１円のところ、今期は純利益が１１万７，９２５円と黒字決算となっています。

なお、はぐっていただきまして、株主資本等変動計算書にありますように、当期末残高の資本

金が１，２５０万円が８６５万４，１３６円になっている状況及び店長や専務の退職などを含め、

今後の経営が先行き不透明であることから、今期をもって会社を廃業することに至ったため、第

２０期の解散確定年度の決算書及び第２１期清算結了確定年度の決算書も、同時に報告をさせて

もらいたいと思います。

後ろのほうにつけております第２０期の決算報告書になりますが、事業は行っておりませんで、

解散手続までの必要な経費を支出しております。人件費のほか修繕料がかかっておりますが、こ

れは会社廃業後も建物は南部町のものとして存続し、南部町として継続運営していくため必要な
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修繕を会社の責任として実施したものです。

なお、その結果、株主資本金は２５４万６，６７２円が残り、その他必要な支出をした後、株

主である南部町、伯耆町、ＪＡ鳥取西部、南部町及び伯耆町の両商工会に出資割合で分配をさせ

ております。

第２１期につきましては、最終の清算に係る税金、登記費用等の支出となります。

以上で産業課所管の法人経営状況についての報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第７号、法人の経営状況についてを終わります。

・ ・

日程第８ 議案第４６号

○議長（秦 伊知郎君） 日程第８、議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。それでは、平成３０年度の南部町一般会計

補正予算（第２号）により説明をさせていただきます。



議案第４６号

平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）

平成３０年度南部町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５，６１６千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７，１４５，９３２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。

平成３０年９月 ６日 提出 南 部 町 長 陶 山 清 孝

平成３０年９月 日 決 南部町議会議長 秦 伊 知 郎
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そういたしますと、１枚めくっていただきまして、３ページ目をごらんください。ここには地

方債の補正を上げております。全て追加項目でございます。起債の目的、農地補助災害復旧事業

債、限度額２３０万円。林道補助災害復旧事業債、限度額１，３９０万円。林道単独災害復旧事

業債、限度額７７０万円。単県斜面崩壊復旧事業債、限度額２７０万円。公共土木施設（道路）

補助災害復旧事業債、限度額２６０万円。公共土木施設（道路）単独災害復旧事業債、限度額２

５０万円でございます。合計いたしますと、３，１７０万円の起債の借り入れの追加でございま

す。起債の方法、利率、償還の方法については、お読み取りをいただきたいと思います。

次に、歳出予算のほうから御説明いたします。７ページをごらんください。このたびの２号補

正全てでございますけれども、７月の豪雨に伴う予算でございますのでよろしくお願いしたいと

思います。５款農林水産業費、１項農業費、５目農業振興費です。６万円増額補正し、１億６，

８５９万９，０００円とするものです。これは緊急防除支援事業として白ネギに関する補助でご

ざいます。

８款消防費、１項消防費、３目災害対策費です。３１０万４，０００円増額補正し、９４５万

２，０００円とするものでございます。これは７月豪雨に伴う職員の超過勤務手当及び管理職特

別勤務手当でございます。

１０款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農地災害復旧費でございます。３９

９万９，０００円を増額し、４００万１，０００円とするものです。これは浅井地区の畦畔の復

旧に係る測量設計の委託料と工事請負費でございます。

同じく３目林業施設災害復旧費です。５，６０９万８，０００円を増額し、５，６１０万円と

するものでございます。林道鎌倉山線５カ所に対しての工事請負費補助分及び補助が当たらない

ところの測量設計委託及び工事請負費等となります。

同じく４目農地等小災害復旧費です。１１５万６，０００円増額し、１１５万８，０００円と

するものでございます。これにつきましては北方、掛相、朝金に２件の畦畔及び用水溝の復旧に

係る補助金と、御内谷の管渠の土砂の取り除きに係る補助金となります。

続いて、８ページをごらんください。同じく２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害

復旧費でございます。１，０６９万９，０００円を増額し、１，０７０万円とするものでござい

ます。これにつきましては町道奥山線の国補助の工事請負費及び補助対象とならない測量設計委

託及び工事請負費等でございます。

３項単県斜面崩壊復旧費、１目単県斜面崩壊復旧費でございます。１，０５０万円増額し、１，

０５０万円とするものでございます。これにつきましては境地内の崩壊斜面の復旧を行う測量設
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計費及び工事請負費となります。

続きまして、歳入に移りたいと思います。５ページをごらんください。１２款分担金及び負担

金、１項分担金、１目農林水産業費分担金でございます。３７万５，０００円増額し、２６２万

５，０００円とするものでございます。これにつきましては浅井地区の農地災害復旧事業の地元

負担金となります。

３目単県斜面崩壊復旧費分担金です。２１０万円増額し、２１０万円にするものでございます。

これは境地内の斜面崩壊復旧事業の地元負担というふうになります。

続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金でございます。

５３３万６，０００円増額し、５３３万６，０００円とするものでございます。これにつきまし

ては町道奥山線の復旧事業における国の負担分でございます。

１５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金でございます。５６万８，０００

円増額し、２億２，５７８万７，０００円とするものです。これは北方、掛相、朝金地内の小災

害工事及び白ネギの緊急防除支援への県の補助金分でございます。

７目災害復旧費補助金でございます。３，３９９万２，０００円を増額し、３，３９９万２，

０００円とするものでございます。これにつきましては農地災害復旧事業で浅井地区、林道災害

復旧事業では鎌倉山線、単県斜面崩壊復旧事業では境地内の斜面崩壊に係る県の補助金というこ

とになります。

１９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は１，１５４万５，０００円を増額し、５，３６６万

７，０００円とするものでございます。これについては前年度の繰越金というふうになります。

６ページをごらんください。２１款町債、１項町債、８目災害復旧事業債でございます。３，

１７０万円増額し、３，１７０万円とするものでございます。これにつきましては７月の災害に

おける起債借り入れ分でございます。

続きまして、９ページ、１０ページには給与費の明細をつけております。７月豪雨に関する職

員の超過勤務手当及び管理職特別勤務手当となります。３１０万４，０００円を増額するもので

ございます。

１１ページをごらんください。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年

度末における現在高の見込みに関する調書でございます。変更点だけを申し上げます。２の災害

復旧債でございます。中ほどの当該年度中の起債見込み額の当該年度予算分を３，１７０万円増

額したことにより、右側の当該年度末現在高見込み額が３億１，６２５万９，０００円となり、

総合計でいきますと合計６２億６，８７５万１，０００円の見込みとなるものでございます。
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説明は以上です。御審議のほう、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 提案に対して質疑はありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 今回の補正予算の８，０００万の金額の全てが７月の豪雨災害で

の災害復旧の事業だということで、必要な予算だということは承知しております。

そこでお聞きするんですけれども、議案書の６ページにあるいわゆる町債のところの３，１７

０万、今回補正をしたと。災害復旧事業債でされて、いわゆる補助事業にすれば町の負担ですね、

町の負担するところでどれだけが事業債として使えるよ、９０％、１００％の分があると思うん

ですけれども、そういう中でいわゆる借金をして自己資金をつくって災害復旧に充てるというこ

となんですけども、今回のこのいわゆる災害復旧事業債ということについていろいろ種類がある

んですけれども、この災害復旧債というのは後年度に地方交付税で措置されるということは全協

の中で聞いたんですけども、それは全て全額されてくるということなのかという点が一つ、それ

と２点目には、予算書の中でどこかというと、歳入のところの１番です。５ページの分担金及び

負担金のところです。

今回の災害に当たっては、いわゆる公共的なところはいいんだけれども、私的財産に及ぶよう

なところについては分担金が生じてきているということで、農業費分担金として３７万５，００

０円、それから斜面崩壊の事業費分担金として２１０万円、これも委員会で聞いてくる限りでは、

対象となるのは限定した単独の世帯ということになってくるわけですよね。とすれば、農林水産

業費分担金の３７万５，０００円、これもいわゆる給与所得の人にしてみたら安い金額ではない

のですが、単県斜面崩壊復旧費分担金の２１０万円を個人の１軒で負担するというのは、非常に

大きな金額になってくるのではないかというように思うんですよね。

中身を見れば、この補正予算書の説明資料と委員会の説明では、今回の場所はいわゆる県の指

定するレッドゾーンに当たっているということですよね。だとすれば、町長、レッドゾーンにつ

いていえば、今まで急傾斜等についてはさまざまな補助金等があるんですけど、それでも自己負

担金、地元負担というのがある。しかし、今回のように単県急傾斜地崩壊対策事業の対象にもな

っていない。いわゆるレッドゾーンでも対象事業になっていないところについていえば、この事

業でしかできないということで、県は４割、町も４割出すけども、地元が負担しないやというこ

とで個人に２０％求めていくというのは、非常に分担金のあり方として高いと思いませんか。こ

の分担金の考え方について聞いておきたいことと、国、県に対して物言ってほしいということで

言っております。
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先日の議会の説明会の中でも、以前に東長田の方が、自分とこの家の前の橋が崩れたときに、

これは町道でもないから自己負担しろと言われたと。とてもじゃない金額ですよね。それでその

当時の町は、さまざまな制度を使って、結局は５割を補助していくことになったというんですけ

れども、自分とこの家の前の橋を直すのに町道でないからといって半分の負担というのは、これ

は大概な負担ですよね。

そういうことを考えた場合、今後、災害も大きく起こってくると予想されているときに、やは

りこの負担のあり方ですね、特に個人負担、分担金のあり方については見直す必要があるのでは

ないかと思うのですが、町長、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。今、真壁議員からありました分担金が高いんじゃな

いかということ、小銭ではないということを町長も理解をしていますが、この制度自体がたくさ

んの受益者があったり、また近くに公共施設があるだとか道路があるだとか、そういう場合には

かさ上げされますけども、１戸しかない場合にはどうしてもこのような形態しかとれない、いろ

いろな補助制度を探ってだと思います。過去に比べればかなり補助制度としてはよくなってはき

ていますけども、まだまだだとは思います。壊れてからというのもなんですけれども、ぜひ壊れ

る前にできるような、レッドゾーンはそういう家屋の補強ですか、そういうことにも補助金を出

すようにしていますので、ぜひともそういう補助制度を使っていただきたいということ。それか

ら分担金につきましては、時代時代に合わせて改良はしてますので、あらゆる面で私のほうも県

や国に制度の拡充というものは言っていきたいと、このように思っています。（発言する者あ

り）

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。御質問の件にお答えします。

町債につきましてですけれども、補助分と単独分というふうにあります。補助分については、

交付税措置につきましては９５％という措置があります。それから、単独分につきましては４７．

５％の交付税措置というふうに考えております。

今回の３，１７０万円の町の起債でございますけれども、後年度の交付税の措置見込みとしま

しては４，３６１万６，０００円を見込んでおります。この相差というのが手出しの一般財源と

いうふうになりますけれども、それにつきましては７０８万４，０００円というふうに見込んで

おるとこでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） １３番、真壁容子君。
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○議員（１３番 真壁 容子君） まず１点目、町長がお答えくださったいわゆる分担金のあり方に

ついていえば、特に議会の説明会でも感じましたのは、南部町の特性から見て、対象、該当させ

るところに何戸以上とか公共施設あるというというのは無理があるというふうに痛感したんです。

１戸点在するというところはざらにあるわけですよ。そこが町道認定にもかからない、この急傾

斜のところの分担金にもつながらない、うちの寺なんかそうですけどね。そういうところがたく

さんあることを考えたら、ここで暮らし続けることを考えたら、このいわゆる単独についてはで

きないというところの枠を変えていかなければ、中山間地域については災害の復旧は非常に困難

になってくるというふうに思うんですよ。そういう意味でいえば、そのことも含めて単町でする

場合の、単町でせずにレッドゾーンについては県も責任持つけども、何件以上とかいう歯どめは

かけるなということをぜひ言ってほしいと。そぐわない、うちの町には。恐らく日南町もどこも

同じだと思うんです。そういうことを言ってほしいということが１点と、先ほどの課長が答えて

くださったように、いわゆる国が認めている事業では、交付税９５％上げるけども、町単独でや

ったら半分だぞというの、これ非常に不公平ですよね。ここもぜひとも、よその町長とも一緒に

なって言っていっていただきたい。

こんなふうに、先ほど町長が挨拶で述べられたように、毎月のごとく全国どこかで災害起こっ

ているときに、ないということ言えないわけですよね。災害は、後ろの山が崩れたら山だけの損

害だけではないと思うんですよ。ほかにもそこの家にお金がかかってくることを考えれば、非常

な負担というのは避けていく方法を考えるべきだし、今回の件にしましても２１０万を負担され

るおうちについても、恐らく一律に全部よこせということないと思うし、状況を考えながらの分

担金の納入の仕方等についても、状況に応じて話に応じるという態度をとっていただきたいとい

うことを指摘しておきたいと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 質疑がないので、質疑を終結して、これから討論を行います。

原案に賛成のほか討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） これで討論は終わります。

これより、議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計補正予算（第２号）を採決いたします。

議案第４６号は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

日程第９ 議案第４７号 から 日程第２７ 議案第６５号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第９、議案第４７号、平成２９年度南

部町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２７、議案第６５号、辺地に係る公共施

設の総合整備計画の策定についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、日程第９、議案第４７号から日程第２

７、議案第６５号までの提案説明を願います。

お願いいたします。説明されます課長さんにおかれましては、議案番号、議案内容を述べてか

ら、担当課の名前も言ってしていただきますように、述べていただきますようによろしくお願い

いたします。（「休憩しよう」と呼ぶ者あり）休憩しますか。（「はい」と呼ぶ者あり）

じゃあ、それでは御要望ですので休憩をいたします。再開は２時３５分にいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

午後２時１９分休憩

午後２時３５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

それでは、議案第４７号、平成２９年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、説

明をよろしくお願いいたします。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。議案第４７号、平成２９年度南部町一般会計歳入歳

出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そういたしますと、御説明をしてまいりたいと思います。その前に、資料の確認をお願いした

いと思います。議案書それから、歳入歳出決算書、それからＡ３判の２９年度決算資料、この３

点で御説明を申し上げます。

歳入歳出決算書の１０７ページをごらんください。実質収支に関する調書をつけております。
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歳入総額７１億３，４６１万３，４３４円、歳出総額６９億５，５６１万３，４７２円で、差し

引き額は１億７，８９９万９，９６２円。翌年度へ繰り越すべき財源の１，６１１万３，０６４

円を差し引いた実質収支額は、１億６，２８８万６，８９８円となりました。

それでは、Ａ３判の決算資料をごらんいただきたいと思います。１ページ目から御説明を差し

上げます。上段の表の中ほどをごらんいただきたいと思います。先ほど説明いたしました平成２

９年度実質収支額から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支額は、１，２５０万４，３８０

円の黒字となっております。当該単年度収支額に財政調整基金への積立額を加算し、財政調整基

金の取り崩し額を差し引いたものに繰り上げ償還額を加算して求めた実質単年度収支額は、１，

３０６万４，６９８円の黒字となっております。

次に、歳入のほうに移りたいと思います。決算書によりまして説明をしたいと思いますので、

決算書の２ページをお開きいただきたいと思います。不納欠損額と収入未済額について御説明を

申し上げます。

不納欠損額についてですが、町税が３１７万１，３８２円となっております。

続きまして、収入未済額についてです。町税のほうが４，１６１万８，７３０円。分担金及び

負担金につきましては５３５万５，６５０円となりました。

３ページをごらんください。使用料及び手数料ですが、６７３万７，７４９円でございます。

合計いたしますと５，３７６万９，６６９円というふうになっております。

続きまして、行ったり来たりしますけれども、Ａ３判の決算資料、２ページをお開きいただき

たいと思います。歳入の状況について御説明を申し上げます。昨年度と比較して、増減の主なも

ののみを説明させていただきます。

まず、自主財源についてでございます。町税が前年と比べまして５，６２５万円増加しており

ます。増加して９億８，４２２万円となりました。この主な要因につきましては、法人町民税

（法人割）の増に伴うものでございます。

続きまして、分担金及び負担金でございます。４６４万９，０００円減少し、１億８１２万５，

０００円となりました。主な要因でございますけれども、小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金の

減、保育料、学校給食費の減によるものでございます。

続きまして、使用料及び手数料ですが、２７１万円減少し、２，９３６万９，０００円となり

ました。これは主に住宅使用料の減によるものでございます。

続きまして、財産収入です。財産収入が２０９万２，０００円の増で、５，０８６万３，００

０円となりました。主な要因でございますが、町有地等売り払い収入でございます。具体的には
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法勝寺駐在所移転予定地の売買に伴うものでございます。

繰入金です。４億５１５万５，０００円の増で、４億１，３４５万３，０００円でございます。

これは主に減債基金からの繰入金、公共施設整備基金からの繰入金、それからさくら基金からの

繰り入れ、地域振興基金からの繰入金を増額したことによるものでございます。

諸収入に移ります。諸収入につきましては３２２万９，０００円減少して、９，７９８万３，

０００円となっております。主なものは、南部町・伯耆町清掃施設管理組合負担金の返還金の減

と、コミュニティ助成事業助成金の増によるものでございます。

自主財源の構成比率につきましては２６．５％、前年度と比べますと４．８％高くなっている

ということを報告させていただきたいと思います。

次に、依存財源でございます。株式譲渡所得割交付金が１７３．１％増加しております。それ

に伴いまして３２７万５，０００円の増で、５１６万７，０００円となっております。大幅に増

になっておりますが、これは実績に伴うものでございます。

地方交付税です。地方交付税は９，９１０万６，０００円の減というふうになっており、３３

億７，６０９万４，０００円となりました。歳入全体の４７．３％として、依然として大きな割

合を占めているところでございます。

国庫支出金は７，２５１万１，０００円減少し、５億７，３１９万２，０００円となりました。

主な要因としては地方創生加速化交付金の減、これにつきましては事業の完了によるものと、関

連事業の縮小ということになります。それと西伯小学校のプール整備に要した学校施設環境改善

交付金の減などが上げられております。

続きまして、３ページをごらんください。県支出金につきましては４７万５，０００円の増で、

５億３，８０６万２，０００円となりました。主なものにつきましては、地籍調査補助金の減、

がんばる農家プラン事業、それから経営体育成支援事業、中山間地域所得向上支援対策事業、６

次産業化支援事業など、農林水産振興関係の補助金の増が上げられているとこもあります。

町債につきましては３，６３０万円の増、４億７，６８０万円となりました。大規模事業とし

ましては、小・中学校の施設整備においては、空調システム整備による増、西伯小学校プール整

備完了による減などがありますが、増減の要因としましては、サテライト拠点施設整備並びに災

害復旧事業に係る起債借り入れが上げられているところです。

依存財源の総額は、１億２，３８８万４，０００円の減、５２億４，１７７万６，０００円で、

構成比率につきましては７３．５％となります。

歳入全体の総額では２億７，８６０万３，０００円の増、７１億３，４６１万３，０００円と
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いう結果になっております。

下段にそれぞれの財源に占める構成割合をグラフにしております。地方交付税に大きく頼って

いる財政構造が見てとれると思います。平成２７年度からは合併算定がえの特例措置が終了し、

段階的に減少してまいりますので、厳しい状況にあると言えます。

なお、平成２７年度から平成３１年度までは激変緩和措置中ですけれども、平成３２年度から

は普通交付税は南部町一本として計算されますので、今後さらに財政状況は厳しくなるものと推

測しております。

４ページをお開きください。歳出の状況について御説明をいたします。まず、目的別の歳出の

状況でございます。代表的なものを御説明をいたします。

総務費は２，８２８万６，０００円の減で、１２億９，６３０万７，０００円です。情報セキ

ュリティ強靱性向上事業の終了による２，７６５万８，０００円の減などがありますけれども、

地方創生関連でＪＯＣＡ連携事業８００万２，０００円及びサテライト拠点施設整備事業（賀野

地区）でございますけれども、この整備で７，１２８万９，０００円などの増があります。

民生費は９，７８５万２，０００円の増で、２０億４，７２８万２，０００円です。これにつ

きましては、共生社会実現事業で３，８８０万円、臨時福祉給付金等給付事業で１，９５３万６，

０００円、自立支援介護給付事業で２，５１６万９，０００円の増となっております。また、減

の要因としましては、年金生活者等支援臨時福祉給付金の４，４２４万３，０００円などが上げ

られます。

衛生費です。衛生費につきましては１億１，５５４万２，０００円の増、９億６，６２２万８，

０００円となります。これにつきましては、塵芥処理費、クリーンセンター改修に伴う特別負担

金として４，７４９万４，０００円、水道統合事業出資金で１億１，５２２万８，０００円の増、

病院事業費への補助金５，８９８万５，０００円などの減でございます。

農林水産業費です。１，４９１万５，０００円の増、５億９８３万６，０００円でございます。

がんばる農家プラン事業１，７３５万５，０００円、中山間地域所得向上支援対策事業１，２６

１万９，０００円、林業者等休養福祉施設管理事業、いわゆる緑水園別館のトイレの改修事業で

ございますが、１，４７５万１，０００円の増、地籍調査事業で２，７９６万４，０００円の減

などでございます。

商工費です。商工費につきましては１５８万円の増です。３，１９４万１，０００円でござい

ます。観光関連施設公衆無線ＬＡＮ環境整備事業として３３４万８，０００円、鳥取県西部圏域

広域観光推進事業、大山開山１３００年祭に関連するものでございますけれども、４１２万２，
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０００円の増、広域観光推進事業につきましては５１２万７，０００円の減となりました。

続きまして、土木費でございます。１，４８７万９，０００円の減で、３億７，４３３万４，

０００円でございます。主なものを申し上げます。東西町公園整備事業で４，０６６万４，００

０円、町道定期点検事業で１，２９９万８，０００円の増、町道改良事業で２，４７９万３，０

００円、それから小規模急傾斜地崩壊対策事業、これにつきましては鴨部と朝金でございますが、

３，０６２万８，０００円の減などが主な要因でございます。

飛んで、教育費でございます。教育費につきましては９，７３１万５，０００円の増、７億６，

００９万１，０００円でございます。小・中学校空調システム整備事業で２億３，２５３万８，

０００円の増、西伯小学校プール整備事業の完了によります１億８，６１６万３，０００円の減

が主なものでございます。

災害復旧費です。４，２９３万２，０００円の増で、４，３８０万４，０００円というふうに

なりました。これにつきましては、林業施設災害復旧費、台風１８号と２１号による林道災害の

復旧費でございますけれども、３，２６２万５，０００円などの増によるものでございます。

公債費です。５，５１９万３，０００円の減、７億９，９１１万３，０００円となりました。

起債元金及び利子の減によるものでございます。

歳出全体の合計は、前年度比較２億６，６９０万３，０００円の増となり、６９億５，５６１

万４，０００円ということになりました。

下段にグラフをつけておりますので、ごらんいただきたいというふうに思います。

続きまして、６ページをお開きください。性質別の状況について御説明をしてまいります。上

段のほうが義務的経費でございます。なお、人件費につきましては、事業費支弁人件費を含んだ

もので御説明をいたします。

次のページ、７ページの中ほどをごらんいただきたいと思います。再掲欄のほうに人件費プラ

ス投資的経費事業費支弁人件費の欄というのがありますけれども、そちらをごらんいただきたい

と思います。前年度と比較しまして、３，５５８万６，０００円増加し、１０億５，８２６万５，

０００円となりました。中身についてですけども、職員の給料１，２１１万１，０００円の増、

職員手当５５１万１，０００円の増、特別職の給与で１９３万１，０００円の増、共済組合負担

金６０７万３，０００円の増、退職手当組合負担金２６０万５，０００円の減、議員報酬等が３

７８万６，０００円の増でございます。

６ページにお返りいただきたいと思います。扶助費につきましては１，６２７万円増加し、１

０億１，６８９万４，０００円となりました。増加の原因としましては、自立支援介護給付事業
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２，５００万円の増が主な要因となっております。

公債費は５，５１９万３，０００円の減の７億９，９１０万円となり、義務的経費全体では１，

０３７万８，０００円の減の２８億４，０９７万２，０００円で、歳出に占める構成比は４０．

８％というふうになっております。

次に、投資的経費でございます。普通建設事業１億２，５１７万円の増で、８億９，３４２万

６，０００円となっております。主なものにつきましては、共生社会実現事業で３，８８０万円

の増、がんばる農家プラン事業で１，７３５万５，０００円の増、東西町公園整備事業で４，０

６６万４，０００円の増、小・中学校空調システム整備事業で２億３，２５３万８，０００円の

増、逆に地籍調査事業で２，８００万３，０００円の減、町道改良事業で２，５５９万７，００

０円の減、小規模急傾斜地崩壊対策事業で３，０６２万８，０００円の減、西伯小学校プール整

備事業で１億８，６１６万３，０００円の減となっております。

災害復旧事業は、台風１８号、２１号の影響による災害のもので、４，２９３万２，０００円

の増で、４，３８０万４，０００円となりました。

投資的経費全体としましては、１億６，８１０万２，０００円の増、９億３，７２３万円とな

りました。歳出に占める割合については１３．５％となっております。

次に、７ページをごらんください。その他経費でございます。物件費３，７９５万７，０００

円の増、８億８，７６９万７，０００円でございます。電算管理事務費１，５２６万２，０００

円の増、ＪＯＣＡ連携事業としまして１，９９８万５，０００円の増が主なものでございます。

維持補修費３，２９０万９，０００円の増の、４，８８２万１，０００円でございます。施設

の老朽化に伴いまして、各施設の修繕費用が大幅にふえておるというのがわかっていただけるか

なというふうに思います。

続きまして、補助費等でございます。１，５１８万円の減で、１４億１，１１６万３，０００

円となりました。まちづくり会社支援事業２，４２６万９，０００円の増、塵芥処理費４，５９

１万２，０００円の増などがありましたが、病院事業の５，８９８万５，０００円の減が大きな

要因でございます。

続きまして、積立金でございます。７，７５６万９，０００円の減で、２，３６９万３，００

０円となりました。主なものにつきましては、財政調整基金積み立てでございます。平成２７年

度１億５，０７４万２，０００円、それから平成２８年度７，６００万円と、年次的に財政調整

基金を積み立ててきておりましたけれども、平成２９年度においては積み立てができず、７，６

２３万円の減となったことが上げられます。
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投資及び出資貸付金です。１億１，５１４万４，０００円の増です。１億１，５２３万３，０

００円となっております。これは水道統合事業への出資によるものでございます。

結果といたしまして、その他経費全体では１億９１７万８，０００円の増で、３１億７，７４

１万１，０００円となり、歳出に占める割合は４５．７％となっております。

下段にグラフをつけておりますので、御確認していただきたいと思います。

８ページをごらんください。基金の状況でございます。財政調整基金は５６万３１８円を積み

立て、８億２，０３８万９，３０４円となります。減債基金につきましては１０６万９，５５０

円を積み立て、１億６，０００万円を取り崩し、１４億５９８万５７５円。その他特定目的基金

は、計２，２０６万３，４２３円を積み立て、２億５，０８５万６，０００円を取り崩した結果、

１４億７７７万４，２１５円となり、財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計は３

６億３，４１４万４，０９４円となりました。

このほか定額運用、特別会計を加えた総合計につきましては、昨年度より１億１７９万３，２

９１円を積み増しし、４億１，０８５万６，０００円を取り崩し、３８億９，３５４万４，０９

４円となりました。

続きまして、地方債の状況でございます。一般会計について御説明を申し上げます。平成２９

年度においては、４億７，６８０万円を発行しております。

元金償還額は７億５，０８８万円で、平成２９年度末現在高は６４億３，３３８万２，０００

円と、昨年と比較しまして２億７，４０８万円減少いたしております。

下段には各会計ごとの状況も記載しておりますので、御確認をいただきたいと思います。

続きまして、９ページでございます。財政状況の推移についてでございます。まず、標準財政

規模でございます。３段目の表の右下段をごらんください。４３億５，４６４万８，０００円と

なりました。昨年度に比べまして８８６万８，０００円増加しております。主な要因としまして

は、税収の増、それから普通交付税の増が上げられます。標準財政規模は、一般的には大きいほ

うがよい指標であるということを申し添えたいと思います。

続きまして、財政力指数でございます。先ほどの標準財政規模の下の欄に記載しております。

これは自治体の財政上の能力を示す指数でございます。この指数は１に近いほど財政的に自主財

源に富んでおると言えると感じております。平成１９年度の０．２９２をピークに減少傾向で推

移しておりました。平成２９年度につきましては、過去１０年で最低の０．２５６となりました。

このことから、平成２９年度決算において自主財源は増加しているものの、決算全体としてはや

はり依存財源に頼った構造は拡大しておると思いますし、それによって財政運営が安定している
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と必ずしも言えないところだというふうに考えております。

続いて、１０ページをごらんください。こちらには町税の推移をあらわしております。町民税

は平成２８年度と比較して増加となっております。個人、法人ともに増加しています。町民税に

おいては、１５歳から６４歳までの生産年齢人口の減少が続いていること、それから景気の先行

きが不透明ということもありまして、今後の見通しはやはり減少傾向にあるというふうに考えて

おります。

続きまして、１１ページをごらんください。経常収支比率でございます。上の段の表の一番下、

経常収支比率が９２．１となりました。その理由としまして一番下の欄に分析をしております。

歳入の経常一般財源は、法人町民税の増収などにより町税全体で５，６２５万円増加しました。

また、地方交付税が少なくなった影響はあるものの、福祉事務所関係経費の普通交付税算入や臨

時財政対策債発行可能額の増額などにより、全体で３，９３８万８，０００円の増加となってお

ります。公債費は減少したもののその他の決算は増額となり、物件費や補助費などが増加したた

め全体で１億６，６９２万円の増加となりました。結果といたしまして、歳入の経常一般財源の

増加以上に経常経費充当一般財源の伸びが大きかったため、平成２９年度は昨年度に比べて１．

６ポイント上昇し、９２．１ということになりました。

具体的には、地方税や地方交付税のように毎年経常的に収入される財源が、一般人件費や扶助

費、公債費など経常的に支出される経費にどれだけ充てられるかを示すこの指標ですが、この値

が高いほど財政運営は硬直化してると言えるものでございます。

１２ページをお開きください。地方交付税になります。地方交付税は、自治体間の財源の不均

衡を是正し、標準的な水準の業務を行うために必要な一般財源を保障するため、国から交付され

るものでございます。これについては普通交付税と特別交付税の２種類があります。

まず、普通交付税でございます。上の表の３段目の南部町のところをごらんいただきたいと思

います。平成２９年度２９億６，２３３万５，０００円となりました。平成２６年度までは合併

から１０年間受けることができる合併算定がえの特例措置の期間中でありましたので、有利な金

額をいただけておりましたけれども、平成２７年度からは段階的に一本算定の額に近づいており

ます。

平成２９年度においては、４段目の一本算定時の金額と１億５，０７０万６，０００円の開き

がございます。

特別交付税は、前年度と比較しまして１億２，７７９万４，０００円減少いたしております。

交付税総額としては、臨時財政対策債を入れて合計３５億６，１３９万７，０００円となってお
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ります。今後、より一層の歳出の削減を取り組む必要があるというふうに思います。下段のほう

にグラフをつくっておりますので、お読み取りいただきたいと思います。

続きまして、１３ページをお開きください。一般会計等歳出決算額の性質別の推移について御

説明を申し上げます。

義務的経費においては、平成２８年度と比較して人件費、扶助費、公債費とも伸びています。

今後についても扶助費の伸びは想定されるところであり、義務的経費の増加につながっていくこ

とが考えられます。

物件費、補助費等は、支出に占める割合は大きなものがあります。

普通建設、災害復旧事業については、そのときの状況により変動も大きいものであります。

平成２９年度においても、地方創生関連事業、人口減少、少子高齢化に関係した事業の拡充に

より補助費等が増加傾向でございます。反対に、厳しい財政状況により収支バランスが保てず、

積立金の確保ができなかったため、基金積み立ての大幅な減少となっております。

続きまして、１４ページをごらんください。公債費の推移でございます。公債費負担比率は、

公債費充当一般財源が一般財源総額に対して、どの程度の割合になってるかを示す指標でござい

ます。公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかを見ることによりまして、財

政構造の弾力性を判断するものでございます。平成２９年度の公債費負担比率につきましては１

５．７と、昨年度と比較しましてマイナス１．４ポイントとなりました。理由につきましては、

公債費決算額、元利償還額の減少によるものでございます。

次に、実質公債費比率です。公債費と標準財政規模、それから普通交付税の額の基準財政需要

額に算入された地方債の元利償還金額を控除した後、公債費の標準財政規模に占める割合を示す

もので、一般会計のほか公営企業会計の公債費への一般会計繰出金、それから一部事務組合の公

債費への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものを算入しております。平

成２９年度につきましては、１．０ポイント増の１２．８というふうになっております。

次に、普通会計の起債残高の推移でございます。中ほどの表をごらんください。平成２０年度

をピークに年々減少しております。平成２９年度においては６４億３，６８０万１，０００円と

なりました。

次に、１５ページをごらんください。起債残高に対する基金残高と算入交付税の推移でござい

ます。平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたものが起債残高を上回るようになり、平

成２９年度末においては２３億４，２７８万５，０００円上回っております。

続きまして、一般会計歳出決算額（性質別）のうち人件費の推移でございます。合併当初１８
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８人の職員数でございました。平成２９年度においては１２３人と、ほぼ３分の２になっており

ます。また、これに伴いまして人件費も減少しています。合併直後の１４億７，２１６万８，０

００円から平成２５年度以降は１０億円強で安定的に推移しております。合併時の４分の３程度

に凝縮されていることを報告をしたいと思います。

次に、決算書の２１１ページには財産に関する調書、それから２１５ページには定額基金の運

用状況をつけております。後ほどお読みいただけたらというふうに思います。

私からは以上です。長い説明でございましたが、御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、議案第４８号、お願いいたします。

町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長でございます。議案第４８号、平成２９年度南部

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書のほうで説明させていただきますので、まず、１３１ページをごらんください。実質収

支に関する調書でございます。歳入総額１５億９８１万７５９円、歳出総額１４億７，８３５万

７，０７５円、歳入歳出差し引き額３，１４５万３，６８４円。翌年度へ繰り越すべき財源はご

ざいません。実質収支額が３，１４５万３，６８４円。実質収支額のうち地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入額はございませんでした。

それでは、歳出のほうから説明させていただきますので、１２１ページをごらんください。歳

出でございます。１款の総務費でございますが、予算現額５，２６４万７，０００円に対しまし

て、支出済み額５，２１０万１，３５８円でございました。主なものといたしまして、コクホ・

ラインシステムの保守委託や国民健康保険制度関係業務準備事業の伴うシステム改修等の委託料

として６０３万８，０５５円、基金への積立金として４，０００万円を支出しております。

次に、２款保険給付費でございます。予算現額９億３，３３９万８，７９２円に対しまして、

９億２，５５８万８，２５７円の歳出でございました。これは国民健康保険の被保険者に対しま

して医療給付を行う費用で、平成２９年度は一般被保険者分で７億９，０３０万５，８４７円を

支出しております。

次ページをごらんください。２款２項高額療養費でございます。予算現額１億６９４万１，９

４５円に対しまして、１億５９２万５，５１３円を支出しております。この高額療養費は、１カ

月に支払われた医療費の本人負担額が一定額を超えたときに支給されるものでございます。
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次に、４項出産育児諸費でございますが、妊娠・出産は自己負担になるため一時金を支払うも

のでございます。２９年度は２５１万１，０２０円の支出でございます。

１２５ページをごらんください。３款後期高齢者支援金等でございます。予算現額１億４，４

２６万５，０００円に対しまして、１億４，３８５万４，１６９円を支出しております。後期高

齢者支援金は、高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、自己負担のほか費用は保険料で

１割、公費で５割、残りの４割について各医療保険の７４歳までの被保険者が支援金として負担

することになっております。

次に、５款介護納付金でございますが、介護納付金は４０歳以上６５歳未満の被保険者が負担

することになっております。平成２９年度は４，６９９万１，２７０円の支出でございました。

続いて、６款共同事業拠出金でございます。これは国保連合会が行う共同事業の拠出金で、高

額医療費の発生による財政の急激な影響の緩和ですとか、保険財政の安定化を図るために各市町

村が拠出して調整が行われております。平成２９年度は２億７，６２１万３，１４２円を支出し

ております。

次に、１２７ページをごらんください。７款保健事業費でございますが、事業全体で２，３３

６万２，０００円の予算現額に対しまして、２，０６３万５７０円を支出しております。

１項特定健康診査等事業費は、被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防と、医療費の伸び

を抑制することを目的に行う健康診査などの費用を支出し、６８３万５，６１１円の支出でござ

いました。

２項の保健事業費では、人間ドックの実施や健康管理センターの費用を支出しており、１，３

７９万４，９５９円の支出でございました。

次に、８款諸支出金でございます。予算現額１，３１８万３，０００円に対しまして、支出済

み額１，２４５万４，５４２円でございました。主なものは１２９ページ、１項３目償還金で、

３２８万４，２４２円を支出いたしました。これは平成２８年度療養給付費等負担金の実績分の

精算でございます。

また、２項繰出金として西伯病院へ８８４万３，０００円を支出しております。

主な歳出は以上でございまして、合計１４億７，８３５万７，０７５円の歳出となりました。

続きまして、歳入になります。１１３ページをごらんください。歳入につきましても主なもの

を説明させていただきます。まず、１款国民健康保険税でございます。調定額２億７，９７５万

３，５４４円に対しまして、収入済み額２億２，１８７万７０円、不納欠損額が４１２万８，９

９９円、収入未済額が５，３７５万４，４７５円となっております。
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次に、３款国庫支出金でございます。調定額が３億１，３７１万８，７９５円に対しまして、

同額を収入済みとしております。

１１５ページをごらんください。３款１項１目療養給付費等負担金でございます。調定額１億

５，９８５万１，１３５円に対し、同額を収入済みでございます。

次に、４目後期高齢者負担金でございます。調定額４，５９８万３，６６０円に対しまして、

同額収入済みでございます。

続きまして、３款２項１目財政調整交付金でございます。９，６４７万２，０００円の調定額

に対しまして、同額収入済みとしております。内訳でございますが、特別調整交付金が２，０６

６万８，０００円、普通調整交付金が７，５８０万４，０００円となっております。

次に、４款療養給付費等交付金でございます。調定額３，１２９万５，３８９円に対しまして、

同額収入済みとしております。

５款前期高齢者交付金でございます。調定額４億３，３６１万４，７４１円に対しまして、同

額収入済みでございます。

１１７ページをごらんください。６款県支出金でございます。総額として、調定額５，４８４

万１，３７７円に対し、同額収入済みとなっております。主なものといたしまして、６款２項１

目財政調整交付金でございますが、４，７３３万５，０００円収入済みで、内訳といたしまして、

特別調整交付金が９１２万１，０００円、普通調整交付金が３，８２１万４，０００円となって

おります。

次に、７款共同事業交付金でございます。調定額３億８９７万４，６４３円に対しまして、同

額の収入済みでございます。

次に、９款繰入金でございます。一般会計の繰入金でございまして、調定額９，２６８万９，

９３８円に対し、同額収入済みとなっております。内訳は出産育児一時金、事務費、基盤安定、

財政安定支援事業のそれぞれの繰入金となっております。

１０款繰越金でございます。前年度の繰越金でございまして、収入済み額３，３２８万９，９

６６円となっております。

１１９ページの１１款諸収入でございます。調定額１，９４３万２４０円に対しまして、同額

収入済みでございます。主なものとしまして、２項１目一般被保険者第三者行為納付金でござい

ます。１，９２７万４，２１２円の収入となっております。

主なものは以上でございまして、歳入の合計としまして、予算現額１５億５７５万３，０００

円に対しまして、調定額１５億６，７６９万４，２３３円、収入済み額１５億９８１万７５９円
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となっております。

以上で国民健康保険特別会計の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第４９号でございます。議案第４９号、平成２９年度南部町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書のほうで説明させていただきます。１４４ページをごらんください。実質収支に関する

調書でございます。歳入総額１億３，０７３万５８６円、歳出総額１億２，８９９万７，３８６

円、歳入歳出差し引き額１７３万３，２００円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実

質収支額が１７３万３，２００円。実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基

金繰入額はございませんでした。

１４０ページをごらんください。歳出でございます。まず、１款総務費でございます。予算現

額２０９万４，０００円に対しまして、支出済み額１９１万５，４７７円。主なものといたしま

して、一般管理費の役務費で保険証を発送いたしました金額８４万２，６９１円と、徴収費の委

託料で８０万８，４４１円を支出しております。

続きまして、２款分担金及び負担金でございます。これは徴収した保険料と事務費を後期高齢

者医療広域連合に支出するものでございます。予算現額１億２，６９３万４，０００円に対しま

して、支出済み額が１億２，１８６万２，４６２円となっております。

続きまして、３款諸支出金でございます。予算現額７４万円に対しまして、支出済み額が５８

万４，７２０円となっております。これは過年度分の過誤納保険料を返還したものでございます。

４款保健事業費でございます。予算現額４９５万１，０００円に対しまして、支出済み額４６

３万４，７２７円となっております。これは被保険者の皆さんの健康事業などで支出したもので

ございます。

歳出合計として、予算現額１億３，４８４万９，０００円に対しまして、１億２，８９９万７，

３８６円の支出でございました。

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。１３６ページをごらんください。１款後期高

齢者医療保険料でございます。調定額７，９６３万７，４００円に対しまして、収入済み額が７，

８４９万８，８００円、不納欠損額が１３万８，０００円、収入未済額が１００万６００円とな

っております。

次に、３款繰入金でございます。調定額４，５７２万４，２７４円に対しまして、同額収入し
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ております。内訳としまして、事務費繰入金９０７万２，１７６円、基盤安定繰入金として３，

６６５万２，０９８円でございました。

次に、４款繰越金でございます。前年度の繰越金で、１３２万９，６２０円の収入でございま

した。

続きまして、５款諸収入でございます。調定額５１６万１，３３２円で、同額収入しておりま

す。主なものとしまして、１３８ページにあります健康診査委託金４５５万１，７３２円でござ

いました。

歳入合計といたしまして、予算現額１億３，４８４万９，０００円に対しまして、１億３，０

７３万５８６円の収入済み額でございました。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第５０号でございます。議案第５０号、平成２９年度南部町墓苑事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書のほうで説明させていただきます。１５３ページをごらんください。実質収支に関する

調書でございます。歳入総額３７３万２，８７０円、歳出総額３７３万７３０円、歳入歳出差し

引き額２，１４０円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額２，１４０円。実

質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございませんでした。

それでは、歳出から御説明させていただきます。１５１ページをごらんください。１款総務費

でございます。予算現額８０万３，０００円に対しまして、７６万７，９３０円を支出しており

ます。これは町営墓地の維持管理の支出で、主に西伯墓苑の環境整備で６２万１，４６６円の委

託料を支出しております。

２款諸支出金でございます。予算現額３１３万３，０００円に対し、支出済み額が２９６万２，

８００円でございました。墓地の返還に伴いまして使用料をお返ししたもので、１０件分の返還

がございました。

歳出合計といたしまして、予算現額４０９万５，０００円に対しまして、支出済み額３７３万

７３０円でございました。

歳入について説明させていただきます。１４９ページをごらんください。１款使用料及び手数

料でございます。調定額１２２万９，１２０円、収入済み額１２２万６，９８０円、収入未済額

２，１４０円でございました。
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新規の使用者の方から納入していただく墓地使用料は５２万６，０００円でございました。西

伯墓苑の管理手数料としていただく墓地手数料が７０万９８０円の収入でございました。

繰入金でございます。２５０万５，８９０円を、歳出に対しての不足が生じたため一般会計か

ら繰り入れてございます。

歳入合計といたしまして、予算現額４０９万５，０００円に対しまして、収入済み額３７３万

２，８７０円でございました。

以上で墓苑事業特別会計の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 税務課長でございます。そうしますと、議案第５１号、平成２９年

度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを御説明いたします。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そうしますと、決算書１６２ページをごらんください。実質収支に関する調書について説明を

させていただきます。歳入総額は４６５万６，６４６円、歳出総額は１１４万３７５円、歳入歳

出差し引き額は３５１万６，２７１円。繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額３５１

万６，２７１円となっております。

それでは、歳出から御説明いたしますので、１６０ページをお開きください。１款総務費です。

予算現額２５万８，０００円に対して、支出済み額２３万４，７６５円を支出いたしました。こ

れは徴収に係る事務費でございます。

次に、２款公債費でございます。予算現額９０万７，０００円に対して、９０万５，６１０円

を支出しております。これは住宅新築資金及び宅地取得資金の地方債の償還でございます。

続きまして、１５８ページ、歳入のほうをごらんください。１款県支出金でございます。調定

額１７万６，０００円に対して、収入済み額は同額でございました。これは事務費の補助金でご

ざいます。

次、２款繰越金でございます。予算現額１，０００円に対して、収入済み額２７４万１，６４

６円を収入しております。これは前年度の繰越金でございます。

続きまして、３款諸収入でございます。諸収入は、収入済み額が調定額に対して１７３万９，

０００円を収入しておりますけども、これは前年度からの滞納分だけの収入になっておりまして、

収入未済額が８，８８１万７，１０４円となっております。

以上で説明を終わりますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案第５２号、平成２９年度南部町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１７５ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳

入総額が２億５，８７４万１，２８７円、歳出総額が２億５，８５５万８，１３４円、歳入歳出

差し引き額１８万３，１５３円。翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は

１８万３，１５３円です。そのうち基金の繰入額はございません。

それでは、歳出から御説明いたします。１７１ページをお願いいたします。１款総務費、これ

は主に職員給与費、処理場などの維持管理費を支出している項目でございます。支出済み額８，

５３５万１，７８２円、予算に対する不用額は２６０万１，２１８円です。

２款公債費、起債の償還元金、利子の償還でございます。支出済み額１億７，３２０万６，３

５２円、予算に対する不用額は６４８円です。

予備費の支出はございません。

歳出合計といたしまして、１７３ページになります。支出済み額２億５，８５５万８，１３４

円、予算に対する不用額は２６０万９，８６６円となっております。

続きまして、１６７ページ、歳入についてでございます。１款分担金及び負担金、調定額が４

４１万６，４４１円、収入済み額１４０万５，０００円、収入未済額３０１万１，４４１円です。

２款使用料及び手数料です。調定額７，６０５万３，５５１円、収入済み額７，０７４万８，

４９５円、収入未済額が５３０万５，０５６円です。

３款国庫支出金です。調定額６６４万２，０００円、収入済み額も６６４万２，０００円、収

入未済額はありません。

４款繰入金です。これは一般会計からの繰入金でございます。調定額１億１，４４８万３，２

０３円、収入済み額も同額でございます。収入未済額はありません。

５款繰越金です。これは前年度繰越金でございますが、調定額３９万３，０７２円、収入済み

額も同額でございます。収入未済額はありません。

諸収入の収入はございません。

１６９ページです。６款諸収入です。調定額５６万９，５１７円、収入済み額も同額で、収入

未済額はありません。
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７款町債です。資本費平準化債の借り入れなどになります。調定額６，４５０万です。収入済

み額も同額でございまして、収入未済額はありません。

歳入合計といたしまして、調定額２億６，７０５万７，７８４円、収入済み額２億５，８７４

万１，２８７円、収入未済額８３１万６，４９７円となっております。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５３号でございます。平成２９年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１８８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額５，

６７６万８，５２４円、歳出総額５，３７４万７４８円、歳入歳出差し引き額３０２万７，７７

６円、翌年度に繰り越すべき財源はございません。実質収支額３０２万７，７７６円。基金の繰

入額はございません。

それでは、歳出から御説明いたします。１８４ページをお願いいたします。１款総務費、これ

は主に浄化槽の維持管理、設置工事費が主な項目でございます。支出済み額３，９０４万２，９

３６円、不用額は１，１９０万６４円です。

２款公債費です。起債の元金、利子の償還金でございます。支出済み額１，４６９万７，８１

２円、不用額は４，１８８円です。

予備費の支出はございません。

１８６ページの歳出合計です。支出済み額５，３７４万７４８円、不用額は１，１９１万１，

２５２円でございます。

続きまして、歳入です。１８０ページをお願いいたします。１款分担金及び負担金、これは浄

化槽の設置に係る分担金でございます。調定額１７５万円ちょうどです。収入済み額１３３万５，

０００円、収入未済額４１万５，０００円です。

２款使用料及び手数料です。調定額２，１６９万６，１６２円、収入済み額２，０２３万４５

８円、収入未済額１４６万５，７０４円です。

３款国庫支出金です。これは浄化槽設置工事に対する国の補助金でございます。調定額１６９

万２，０００円、収入済み額１６９万２，０００円です。

４款繰入金、これは一般会計からの繰入金でございます。調定額３，０４３万２，６２２円、

収入済み額も同額の３，０４３万２，６２２円です。
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５款繰越金、前年度の繰越金でございます。調定額７万８，４４４円、収入済み額７万８，４

４４円です。

続きまして、１８２ページをお願いします。諸収入の歳入はしておりません。

７款町債です。これは浄化槽の設置工事に係る起債の借り入れでございます。調定額３００万

円で、収入済み額も３００万円です。

歳入合計は、調定額５，８６４万９，２２８円、収入済み額５，６７６万８，５２４円、収入

未済額１８８万７０４円です。以上でございます。

続きまして、議案第５４号でございます。平成２９年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてです。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の２０１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億８，２２５万３，９９６円、歳出総額１億８，１８６万３，２６８円、歳入歳出差

し引き額３９万７２８円。翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額３９万７

２８円。基金の繰入額もございません。

それでは、歳出から御説明いたします。１９７ページをお願いいたします。１款総務費、これ

は主に職員給与費、施設の維持管理、それからコンポストの肥料をつくっておりますので、みの

りの郷の費用の支出でございます。支出済み額６，９０８万６６４円、予算に対する不用額とい

たしまして４６９万２，３３６円。

２款公債費、これは起債の元金、利息の償還額でございます。支出済み額１億１，２７８万２，

６０４円、予算に対する不用額１，３９６円です。

１９９ページの３款予備費です。予備費の支出はございません。

歳出合計が、支出済み額１億８，１８６万３，２６８円、予算に対する不用額といたしまして

４７０万６，７３２円でございます。

続きまして、歳入でございます。１９３ページをお願いいたします。１款分担金及び負担金で

す。調定額２，５０８万８，６７８円、収入済み額１，７９２万６，２５７円、収入未済額７１

６万２，４２１円です。

２款使用料及び手数料です。調定額６，６７３万７１６円、収入済み額６，３１９万２，２６

７円、収入未済額３５３万８，４４９円です。

３款繰入金です。これは一般会計からの繰入金でございます。調定額６，９７６万５，０１９
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円、収入済み額６，９７６万５，０１９円です。

４款繰越金です。前年度の繰越金になります。調定額３５万５，８０３円、収入済み額も同額

で３５万５，８０３円です。

５款諸収入です。これはコンポストの肥料の売上金でございます。調定額６１万４，６５０円、

収入済み額６１万４，６５０円です。

次に、１９５ページをお願いします。６款町債です。資本費平準化債の借り入れになります。

調定額３，０４０万、収入済み額も同額の３，０４０万です。

歳入合計といたしまして、１億９，２９５万４，８６６円、収入済み額１億８，２２５万３，

９９６円、収入未済額１，０７０万８７０円でございます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。議案第５５号、平成２９年度南部町太陽光

発電事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２９年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書２１０ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入

総額８，４０４万３，９７９円、歳出総額が８，３９７万３，５８５円、歳入歳出差し引き額が

７万３９４円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額７万３９４円です。基金

への繰り入れはございません。

次に、歳出を御説明したいと思いますので、ページを戻りまして２０４ページをごらんくださ

い。１款総務費、支出済み額５，０７０万９，６１９円、不用額が５万８，６６５円となります。

これは太陽光発電施設の維持管理に関する経費でございます。この中には、基金への積立金とし

て３，８１０万円も含んでおります。

次に、２款環境費、支出済み額２５９万７，０００円、不用額はございません。これは自然エ

ネルギー等の補助金への繰出金でございます。

続いて、３款の公債費です。支出済み額が３，０６６万６，９６６円、不用額が１，０３４円

となります。これは起債の償還金の利子と住民公募債の利子及び配当金になります。

４款予備費でございます。支出済み額はございません。不用額については９，７１６円となり

ます。

次に、歳入について説明をいたします。ページがまた戻りまして２０２ページです。１款財産
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収入、調定額、収入済み額とも１０万１０２円です。これは太陽光発電基金の利子になります。

次に、２款の繰越金でございます。調定額、収入済み額とも５万３，３９３円です。

３款諸収入についてですが、調定額、収入済み額ともに８，３８９万４８４円です。これは全

て売電収入でございます。

歳入の合計ですが、調定額、収入済み額ともに８，４０４万３，９７９円となります。

以上でございます。御審議よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） ここでしばらく休憩をとります。再開は４時１５分にします。

午後３時５８分休憩

午後４時１５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

議案第５６号、平成２９年度南部町水道事業会計決算の認定についてをお願いいたします。

建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長です。議案第５６号、平成２９年度南部町水道事業会計決

算の認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２９年度南部町水道事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の決算報告書をごらんください。１ページ目から御説明いたします。収益的収

入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収益、営業収益、営業外収益を合わせまして、

決算額２億２６９万１，７５６円、予算に比べ１，０２８万１，７５６円の増額となっておりま

す。

続きまして、２ページの支出でございます。第１款水道事業費用、営業費用、営業外費用を合

計いたしまして、決算額２億１，２２２万３，４１６円、予算に対する不用額は１２１万４，５

８４円でございます。

続きまして、３ページをお願いいたします。３ページの資本的収入及び支出の収入でございま

す。第１款資本的収入、企業債、出資金、工事負担金を合計いたしまして、決算額１億３，６４

４万１，９０５円でございます。予算に比べまして２６５万６，０９５円の減額でございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。支出でございます。第１款資本的支出、建設改良

費、企業債償還金を合計いたしまして、決算額１億２，２２３万１，５５９円でございます。予

算に対する不用額は２６６万２，４４１円となっております。
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続きまして、５ページでございます。平成２９年度南部町水道事業会計損益計算書でございま

す。これは税抜きの額を載せております。１、営業収益。主なものは給水収益でございます。右

から２番目のところに合計を書いておりますけども、営業収益の合計は１億５，５５４万５，４

６５円です。

２、営業費用。施設の維持管理費、減価償却費が主なものでございます。合計が１億７，９４

５万８，３７６円。その右側でございますけれども、この営業収益から営業費用を差し引いたも

のを営業利益といたしまして、マイナスの２，３９１万２，９１１円となっております。

３、営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入でございます。合計が３，５０１

万８，０８７円です。

４、営業外費用。これは企業債利息が主な支出でございます。合計が２，３３６万４，９９１

円。その右ですけども、営業外の利益といたしまして１，１６５万３，０９６円。

次の６ページでございます。この営業利益と営業外利益を差し引きいたしまして、今年度の経

常利益といたしましてマイナスの１，２２５万９，８１５円となっております。

特別利益、特別損失ともございませんでしたので、当期の利益といたしましてはマイナス１，

２２５万９，８１５円でございます。

７ページですが、平成２９年度南部町水道事業剰余金処分計算書です。その一番右側でござい

ますけども、未処分利益剰余金ですが、前年度の利益に今年度の利益を足しまして、１億３，６

８０万５，６３１円のマイナスとなっております。

次の９ページをお願いします。平成２９年度南部町水道事業会計の貸借対照表でございます。

３月末の資産でございますが、まず資産の部です。１、固定資産。固定資産の合計は右上に書い

ておりますけども、２４億９，８１４万５，９３４円です。

２の流動資産の合計は、１億６，３８３万６，１４２円です。

この固定資産と流動資産を合わせまして、資産の合計が２６億６，１９８万２，０７６円でご

ざいます。

続いて、負債の部です。３、固定負債。これは起債の残が主ですけども、９億４，００５万３，

４１１円。

４、流動負債。これは起債と未払い金でございます。合計は次の１１ページの右上にあります

けども、１億３，２４９万２４８円です。

５の繰り延べ収益。これは長期前受け金でございます。繰り延べ収益の合計が８億２，１１９

万７，８２２円。
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この固定負債、流動負債、繰り延べ収益を合計いたしまして、負債の合計が１８億９，３７４

万１，４８１円でございます。

続きまして、資本の部です。６の資本金です。合計額が５億３，３３７万２２３円でございま

す。

７の剰余金です。剰余金の合計が次の１２ページでして、２億３，４８７万３７２円です。

資本の合計が、この資本金と剰余金を合わせまして７億６，８２４万５９５円で、負債と資本

の合計が２６億６，１９８万２，０７６円となっております。

続きまして、１７ページをお願いいたします。平成２９年度の事業報告を載せております。

概要となっておりまして、総括事項です。①から御説明いたします。新水源の開発・計画につ

いてですけども、田住地区において新水源の調査を実施しましたけども、水質が基準を超えまし

て、新水源としての確保はできませんでした。引き続き、新たな水源地の調査を行っていく必要

があるというぐあいになっております。

②です。老朽施設についてでございます。耐用年数を超えて破損が頻発するなど、老朽化が著

しい施設が増加してきております。水道管路につきましては、漏水調査を年次的に実施しながら、

平成３０年度には、基本計画を策定することとしております。

水道料金についてですけども、地域によって異なっていた一般用の料金体系については、平成

２９年５月に料金改定を実施しました。７月分の水道料金から統一した料金表を適用しておりま

す。公共・営業用の料金については、平成２９年度に南部町公共料金審議会を開催し、統一に向

けた答申を受けております。

経営についてですけども、収入面につきましては、人口減少や料金改定に伴う減収となってお

ります。支出面は、耐用年数を超えた老朽施設の破損、修繕費と資産減耗費が増加してきている

という状況でございます。

次に、給水状況ですけども、２９年度末の給水人口につきましては１万１，００９人です。右

側に参考として２８年度末の数字を載せておりますけども、４８人の減少となっております。給

水件数につきましては４，０３７件で、２８年度末と比べて１０件増加しております。年間有収

水量につきましては１１７万５，１２７トンで、前年に比べ９，４５９トン増加しております。

有収率については８８．４ということで、前年度末から０．５％の減少となっております。

事業収支です。事業収支の一番右側のほう、総収益としましては１億９，０５６万３，０００

円です。総費用につきましては２億２８２万３，０００円。当年度の純損益といたしまして１，

２２６万円でございます。
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続きまして、２４ページをお願いいたします。企業債の概要を載せております。年度末現在高

でございますけども、上水道事業の年度末現在高は、７億９，５４２万７，０７４円。簡易水道

事業の現在高は、表の中ほどでございますけども、２億４，３３３万７，６８２円。合計いたし

まして一番下の欄でございますけども、１０億３，８７６万４，７５６円でございます。

次の２５ページでございますけども、平成２９年度キャッシュ・フロー計算書でございます。

一番下の段に平成２９年度３月末の資金期末残高を載せております。３月末の現金は、１億２，

２６７万１６６円となっております。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、議案第５７号、お願いします。

病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。議案第５７号、平成２９年度

南部町病院事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２９年度南部町病院事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、資料の１ページをごらんください。１、収益的収入及び支出でございます。まず収

入ですが、第１款病院事業収益。これは医業収益、医業外収益合わせまして、決算額２３億８，

２３４万６８６円。

次、支出でございます。第１款病院事業費用。医業費用、医業外費用、特別損失合わせまして、

決算額２４億３，１６９万９，２３６円でございます。予算額に対する不用額は、５，８８０万

７６４円でございました。

２ページをごらんください。資本的収入及び支出でございます。収入でございます。第１款資

本的収入。補助金、企業債、一般会計出資金、固定資産売却収入合わせまして、決算額１億５，

８２２万１，２９１円でございます。予算額に比べ、決算額の増減はマイナス１，１６９万９，

７０９円でございます。

支出。第１款資本的支出。建設改良費、企業債償還金、貸付金合わせまして、決算額３億１，

８６７万８，５３８円。予算額に対する不用額は、９６９万６，４６２円でございました。

３ページをごらんください。損益計算書でございます。

１、医業収益ですが、入院収益、外来収益、その他医業収益合わせまして、１８億７，７０２

万８，４７８円でございます。

２、医業費用。給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、研究研修費合わせまして、
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２２億７，８７７万７，２４６円でございます。

差し引きまして、医業収益マイナス４億１７４万８，７６８円でございました。

これに３の医業外収益、４、医業外費用を差し引きまして、経常利益マイナス２，２９０万５，

５７２円でございました。これに５番の特別損失でございますが、これは長年使用してきました

電話交換機及びナースコールを取りかえていただきました。これに伴う固定資産の除却損でござ

いますが、３，２２３万５，２２３円でございましたので、合わせまして下から３行目、当年度

純利益マイナス５，５１４万７９５円でございました。昨年度の利益剰余金と合わせまして、当

年度未処分利益剰余金はマイナス１０億４，９００万７，５５９円でございます。

次の４ページをごらんください。剰余金計算書及び剰余金処分計算書でございます。上の表、

右から３列目、未処理欠損金でございますが、一番上の前年度末残高に、中ほど、先ほどの当年

度純利益を加えまして、当年度末残高はマイナス１０億４，９００万７，５５９円、これが下の

表、繰越欠損金でございます。

次に、５ページをごらんください。キャッシュ・フロー計算書でございます。一番下、３月３

１日現在の資金期末残高は、８，２６１万５，６０４円でございました。

続きまして、６ページ、貸借対照表でございます。まず、資産の部でございますが、１、固定

資産。有形固定資産、無形固定資産、投資合わせまして、固定資産合計は３３億８，０１０万７，

０７８円でございます。

２番、流動資産。４億２，４５３万７，７７０円を足しまして、一番下、資産合計は３８億４

６４万４，８４８円でございます。

次の７ページをごらんください。上段、負債の部でございます。固定負債、流動負債、繰り延

べ収益合わせまして、負債合計は３７億１，７７３万４，５９８円でございます。

次、下の段、資本の部でございます。７、資本金７億８，８８６万１，６４６円、剰余金マイ

ナス７億１９５万１，３９６円、合わせまして資本の合計は、８，６９１万２５０円。よって、

負債資本合計は３８億４６４万４，８４８円でございます。

続きまして、１０ページをごらんください。平成２９年度事業報告書でございます。

１、総括。上から４行目でございますが、入院患者数は、延べ６万２，１２９人で、１日当た

りでは、前年度に比較して０．４人減となり１７０．２人となりました。病床利用率では８６％

となり、前年度より０．２ポイントの減となりました。外来患者数は、延べ５万６，３４１人で、

１日当たりでは、前年度に比較して９．４人の減となり２３０．９人となりました。

下から５行目です。今年度は、昨年度に引き続き、経営の安定化のため企業債償還金に対する

－５０－



一般会計からの繰り入れを行っていただきましたが、年度中途での常勤医師の減や費用の増加に

より純損失を計上する決算となりました。医療を取り巻く環境は大きく変わってきていることや、

容易に常勤医師を確保することは困難であることから今後も厳しい状況は続きますが、職員一丸

となりまして経営改善に努めていくとともに、「地域住民への安心の提供」という役割を担い、

信頼される病院を目指してまいります。

以下、決算報告の詳細をつけておりますが、最後の１７ページをごらんください。１７ページ、

下の表、企業債明細書でございます。中ほど、未償還残高を記しております。病院改築、施設の

整備、医療機器の整備購入にかかりました未償還残高でございますが、一番下、３２億３，４８

４万４，４２９円でございます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５８号、平成２９年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２９年度南部町在宅生活支援事業会計決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、１ページをごらんください。１、収益的収入及び支出でございます。まず、収入。

第１款在宅生活支援事業収益。訪問看護収益、その他収益合わせまして、決算額３，７８０万９，

７９８円。予算額に比べ決算額の増減は１６２万５，７９８円でございます。

次、支出。第１款在宅生活支援事業費用でございますが、これは訪問看護費用でございます。

決算額３，２７６万４，７６８円。予算額に対する不用額は、１４７万９，２３２円でございま

した。

２ページをごらんください。損益計算書でございます。

１、訪問看護収益。居宅介護収益、訪問看護療養収益、その他収益合わせまして、３，７８０

万７，７５２円。

２、訪問看護費用。給与費、材料費、経費合わせまして、３，２６０万１，６９５円。

よって、訪問看護利益、差し引きしまして５２０万６，０５７円のプラスでございました。

３、その他収益、４、その他費用を差し引きまして、経常利益は５０４万５，０３０円となり

まして、これが当年度の純利益でございます。

昨年度の剰余金と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は一番下、２，６１１万８，６７０

円となりました。

３ページをごらんください。剰余金計算書及び剰余金処分計算書でございます。右から２列目、

利益剰余金合計でございますが、一番上の昨年度残高に、中ほど、先ほどの当年度純利益を加え
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まして、年度末残高は２，６１１万８，６７０円。これが下の表、繰越利益剰余金となっており

ます。

次、４ページをごらんください。キャッシュ・フロー計算書でございます。一番下、３月３１

日現在の資金期末残高は、２，１２６万３，１９１円でございました。

５ページをごらんください。貸借対照表でございます。まず、資産の部でございます。１、固

定資産、３の繰り延べ資産はございません。

２、流動資産。２，８３７万２，５５１円、これはそのまま資産の合計でございます。

次、６ページをごらんください。上段、負債の部でございます。４、固定負債、６、繰り延べ

収益はございません。

５、流動負債。２２５万３，８８１円、これがそのまま負債の合計であります。

下段、資本の部でございます。７、資本金はございません。

８、剰余金。２，６１１万８，６７０円、これが資本の合計ですので、負債と資本の合計は一

番下、２，８３７万２，５５１円でございます。

続きまして、８ページをごらんください。平成２９年度事業報告書でございます。

１、総括。地域包括ケアシステムや効果的・効率的で質の高い医療提供体制が求められる中、

「支える医療」を提供する訪問看護ステーションは在宅医療における中核的な役割を担っており

ます。

続きまして、下から６行目でございます。結果、当年度の純利益は５０４万５，０００円の黒

字決算となりました。今年度も訪問回数等業務量、患者・利用者数延べ人数とも増加し、経営的

に安定しており、近年の当年度純利益は黒字化を継続しております。特に当院では、精神科をあ

わせ持つ公立病院として訪問看護の需要は高いものとなっております。在宅医療の推進が加速化

される中、精神科患者の地域移行・在宅復帰が推進される状況においては、加えてその増加が見

込まれる認知症への対応等、訪問看護・訪問介護の需要はますます増加するものと思われ、今後

の組織体制の充実強化も引き続き重要な課題であります。

以下、１１ページまで決算の詳細をつけております。

以上、御審議方、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございました。

ここで前もって議事の進行上、時間の延長をお願いいたします。

それでは、平成２９年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見書が提出

されていますので、審査の結果について仲田代表監査委員の報告を求めます。
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代表監査委員、仲田和男君。

○監査委員（仲田 和男君） 監査委員の仲田でございます。平成２９年度南部町一般会計、特別

会計及び企業会計の決算意見書につきまして、記載の法令に基づきまして監査を行いましたので、

次のとおり審査意見書を提出いたします。

お手元の審査意見書をごらんいただきたいと思います。

はぐっていただいて、２ページをお願いいたします。審査の概要でございます。

平成３０年６月２６日から８月７日まで、南部町役場法勝寺庁舎監査委員室におきまして、議

会選出の細田委員さんとともに実施を行ってまいりました。

対象といたしましては、記載の事業等でございます。

３ページをお願いいたします。審査の方法でございますが、記載の①から⑤の諸点につきまし

て、それぞれの事業において適切に事業運営と予算執行がなされているかを審査したところでご

ざいます。

４番目の審査のため説明を要した部局は、記載の部局でございます。

第２、審査の結果でございます。

１、審査計数の状況。町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書

類を照合した結果、計算結果はいずれも符合しておりました。さらに基金の運用状況を示す書類

の計数につきましても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないことを認めたとこ

ろでございます。

４ページをお願いいたします。第３、一般会計、特別会計。概要でございますけども、これは

執行部より説明がございますので、省略いたします。

下の２、一般会計、特別会計の審査意見でございます。

１、平成２９年度末滞納総額は、２億１，８２４万円余でございます。昨年度より３６４万円

余減少しておりますが、依然として２億以上の滞納総額であります。税、料金収入は町の貴重な

財源であるとともに、納税に対する不公平感を招くものとなります。設置されております徴収検

討委員会等におきまして、徴収体制の充実を図り、滞納解消に努めていただきたいと思います。

２番でございます。各種審議会、協議会が計画されておりますが、開催されていない、あるい

は開催回数の少ない会が見受けられます。審議会、協議会での意見は、町の政策、施策に反映す

るものであります。開催に努力をされたいと思います。

３番目、全国的に人口減少が続く中、町民の人口確保は、町の大きな施策であります。自然減

で人口減少の中、移住定住者の増加は、町民人口の確保につながります。子育て支援、危険区域
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の解消、社会資本整備、医療、福祉等の社会環境の充実を図り、人口確保に努めていただきたい

と思います。

４点目、山間部におきまして耕作放棄地が進む中、圃場整備完了地域での耕作放棄地が見受け

られます。害虫の発生、鳥獣等が周辺の環境被害を与えるとともに、営農意欲の低下につながり

ます。農政審議会、農業委員会、農地中間管理機構等関係機関と連絡調整を図り、耕作放棄地の

解消に努めていただきたいと思います。

５、平成２８年度に開設されました法勝寺児童館は、その趣旨である、遊びによる子供の育成

を念頭に、関係者の方々の努力により、年間１万１，８００人と数多くの方に利用されておりま

す。今後とも、身心ともに健やかに子供の育成を目指す運営に努力をお願いしたいと思います。

第４、財政健全化判断比率でございます。町長より提出された基礎資料に基づき、健全化判断

比率及び資金不足比率について調査行いました。概要につきましては省略いたします。

６ページをお願いします。審査意見でございます。

それぞれの指標について、早期健全化内であることを確認いたしました。今後も公営企業の事

業経営の安定化を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減など計画的な財政運営に取り組

んでいただきたいと思います。

第５、企業会計でございます。

１、水道事業会計。概要につきましては省略いたします。

２の審査意見でございます。

１、耐用年数の超過した布設管が存在しております。施設更新におきましては、長期的視野に

立ち、老朽化対策の視点に立った維持管理計画を策定をお願いいたします。

２、水道事業統合により、会見地区、西伯地区における水質、水量の均衡を図ることができた

ところでございます。水道事業の一番大切な使命は、安全な水を安定的に町民に提供することに

あります。有収率の改善に気を配り、この使命の達成に努めていただきたいと思います。

２番、病院事業会計でございます。概要につきましては省略いたします。

７ページをお願いいたします。審査意見でございます。

１、外来、入院患者数がともに減少してきております。医業収益の減少傾向が見られます。患

者数の減少は、病院会計に大きく影響するところであり、将来を見据え、関係機関、関係者によ

る検討及び対策に努めていただきたいと思います。

２、西伯病院は、南部町民の保健、医療及び福祉の拠点として、町民の安心、信頼に応える場

であります。町民の期待に応える医療行政を進めていただきたいと思います。
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６、在宅生活支援事業会計でございます。概要につきましては省略いたします。

審査意見でございます。

在宅介護の利用者数は減少いたしましたが、訪問看護の利用者数は増加しており、収支の黒字

化が堅調であります。関係者の努力を評価するものでございます。時代にマッチした経営を念頭

に、さらに安定した事業となるように努力をお願いいたします。

２番目、住みなれた地域での生活を望む住民に安心を提供できる本事業の意義は非常に大きい

ものがあると思われます。医療と福祉の連携を強化し、安定感を伴った生活支援を提供する事業

としての地位を確立していただきたいと思います。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） どうもありがとうございました。これで監査報告を終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これにて延会することに決定

いたしました。

また、明日７日の会議に議事を継続したいと思います。定刻より引き続き議案審議を行う予定

でありますので、御参集をお願いいたします。本日は御苦労さんでした。

午後４時５５分延会

－５５－


